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平成22年９月30日（木曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○議案第24号 平成21年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

○議案第28号 平成21年度宮崎県立病院事業会

計決算の認定について

出席委員（６人）

主 査 中 野  明

副 主 査 田 口 雄 二

委 員 米 良 政 美

委 員 濵 砂 守

委 員 外 山 良 治

委 員 図 師 博 規

欠席委員（１人）

委 員 黒 木 覚 市

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 甲 斐 景早文

病 院 局 医 監 豊 田 清 一兼 宮 崎 病 院 長

病 院 局 次 長 佐 藤 健 司兼 経 営 管 理 課 長

県 立 日 南 病 院 長 長 田 幸 夫

県 立 延 岡 病 院 長 楠 元 志都生

県立宮崎病院事務局長 馬 原 日出人

県立日南病院事務局長 勢 井 史 人

県立延岡病院事務局長 工 藤 良 長

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 高 橋 博

福 祉 保 健 部 次 長
田 原 新 一

（ 福 祉 担 当 ）

福 祉 保 健 部 次 長
畝 原 光 男

（保健･医療担当）

こ ど も 政 策 局 長 村 岡 精 二

部 参 事 兼
城 野 豊 隆

福 祉 保 健 課 長

部 参 事 兼
江 口 勝一郎

国 保 ・ 援 護 課 長

長 寿 介 護 課 長 大 野 雅 貴

障 害 福 祉 課 長 高 藤 和 洋

就 労 支 援 ・
野 﨑 邦 男

精神保健対策室長

事務局職員出席者

総 務 課 主 任 主 事 押 川 康 成

議 事 課 主 任 主 事 吉 田 拓 郎

○中野主査 ただいまから決算特別委員会厚生

分科会を開会いたします。

まず、分科会日程についてでありますが、日

程につきましては、お手元に配付しております

日程案のとおりで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

次に、先日開催されました主査会について御

報告いたします。

まず、審査の際の執行部説明についてであり

ます。お手元の分科会審査説明要領により行い

ますが、決算事項別の説明は、目の執行残が100

万円以上のもの及び執行率90％未満のものにつ

いて、また、主要施策の成果は主なものについ

て説明があると思いますので、審査に当たりま

してはよろしくお願いいたします。

次に、監査委員への説明を求める必要が生じ
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た場合の審査の進め方についてでありますが、

その場合、主査において、他の分科会との時間

調整を行った上で質疑の場を設けることとする

旨、確認がなされておりますので、よろしくお

願いいたします。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時３分休憩

午前10時４分再開

○中野主査 分科会を再開いたします。

初めに、病院局の答弁者について御相談をい

たします。病院局については、通常、事務局長

への質疑及び答弁を行っておりませんが、決算

審査におきましては、審議が詳細に及ぶことが

予想されますので、分科会の円滑な運営を図る

ため、決算審査に限り、事務局長への質疑及び

答弁を認めることにしたいと存じますが、いか

がでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野主査 それでは、そのようにいたします。

平成21年度決算について執行部の説明を求め

ます。なお、委員の質疑は、執行部の説明がす

べて終了した後にお願いいたします。

○甲斐病院局長 おはようございます。それで

は、当分科会に御審議をお願いいたしておりま

す議案につきまして、その概要を御説明申し上

げます。

お手元の平成22年９月定例県議会提出議案を

ごらんください。薄い資料でございます。表紙

をめくっていただきまして目次をごらんいただ

きますと、病院局関係の議案は一番下になりま

すが、議案第28号「平成21年度宮崎県立病院事

業会計決算の認定について」の１議案でござい

ます。

議案書の９ページをお開きください。平成21

年度宮崎県立病院事業会計の決算につきまして、

地方公営企業法第30条第４項の規定により議会

の認定に付するものでございます。詳細につき

ましては、後ほど次長から説明をさせていただ

きますので、概要だけ申し上げますと、県立病

院事業につきましては、平成18年４月に地方公

営企業法の規定の全部を適用し、また、平成18

年８月には中期経営計画を策定いたしました。

この計画等に基づきまして、病院事業の経営健

全化をより一層進めますとともに、高度で良質

な医療を効果的、安定的に提供することに努め

てきたところであります。県立病院事業の21年

度決算につきましては、全体の収支が11億2,800

万円余の赤字となりました。中期経営計画の４

年目として収益の確保と徹底した経費削減に取

り組み、費用面では目標を達成することができ

ましたが、計画策定時には想定していなかった

全国的な医師不足の影響を受け、一部の診療科

が休診となったこと等から、収益が大きく落ち

込みまして、残念ながら前年度よりも赤字幅が

広がり、計画の収支目標を下回る結果となった

ところであります。全国的な医師不足の問題な

ど病院事業を取り巻く環境は大変厳しい状況に

ありますが、平成22年度につきましても、これ

までの取り組みを一層徹底しますとともに、最

重要課題であります医師の確保に努め、県立病

院本来の役割である高度医療の提供と民間医療

機関からの紹介等による重篤患者の受け入れを

進めることによって収益の向上を図り、経営改

善に努めてまいりたいと考えております。今後

とも、病院局職員一丸となって、さらなる改善

に向け全力を挙げて取り組んでまいる所存でご

ざいますので、引き続き御指導、御支援を賜り

たいと存じます。
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私からの説明は以上でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○佐藤病院局次長 私のほうから、議案第28号

「平成21年度宮崎県立病院事業会計決算の認定

について」、御説明申し上げます。

資料は、お手元の厚生分科会別冊資料として

配付させていただいております県立病院事業会

計決算審査資料でございます。私のほうからは

病院事業全体について、また、各病院について

はそれぞれ事務局長から説明をさせていただき

ます。

まず、１ページをお開きください。決算の概

要をポイントとしてまとめております。

まず、１の総括ですが、（１）の病院事業全体

の収支は、11億2,800万円余の赤字で、対前年度

比で２億5,900万円余の収支悪化となり、中期経

営計画の目標値である３億9,400万円余の赤字を

７億3,300万円余り下回る結果となったところで

あります。

次に、（２）の事業収益ですが、254億7,400万

円余で、対前年度比で４億9,200万円余の減とな

りました。これは主に入院収益が落ち込んだこ

とによるものですが、その理由としては、民間

病院等からの紹介による重篤な患者の受け入れ

が進んだこと等により診療単価は上昇したもの

の、コンビニ受診の自粛や地域の医療機関との

役割分担が進んだことによる全体的な患者数の

減少に加えまして、一部診療科の休診による影

響等により患者数が減ったことが影響したもの

と考えております。なお、補足いたしますが、

病院事業の喫緊かつ最重要課題であります医師

確保に当たりましては、医師の負担軽減を図る

ことが極めて重要でありますので、今後とも、

コンビニ受診の自粛を広く要請してまいります

とともに、各病院に医療連携のセクションを置

いておりますが、地域との医療連携を強化し、

民間医療機関からの紹介による重篤患者の受け

入れと、県立病院本来の役割であります高度医

療の提供を行うことで、収益の確保に努めてま

いりたいと考えております。

次に、（３）の事業費用ですが、266億300万円

余で、対前年度比で２億3,200万円余の減となり

ました。これは主に材料費が下がったことによ

るものですが、その理由としては、患者数の減

に比例して使用する薬品や診療材料が減ったこ

ともありますが、ジェネリック医薬品の採用率

向上や診療材料調達業務委託の推進等による経

費節減努力の効果があらわれたものと考えてお

ります。なお、給与費につきましては、前年度

に比べ退職給与金は減ったものの、医師確保対

策として平成21年度から医師の初任給調整手当

を増額したことなどによりまして、前年度より

も若干ふえております。

次に、（４）の病院ごとの収支ですが、宮崎病

院は黒字で中期経営計画も達成いたしましたが、

延岡病院と日南病院は赤字となりました。詳細

につきましては、後ほど病院ごとに各病院から

御説明を申し上げます。

次に、（５）の減価償却前の収支ですが、償却

前利益は15億7,700万円余の黒字で、４年連続の

黒字を達成できたところであります。

以上が収益的収支の概要でありますが、ペー

ジをおめくりいただきまして、３ページにその

総括表をお示ししております。このうち、表の

中ほどから下のほうでございますが、黒枠で囲

んでおります当期純損益が11億2,800万円余の赤

字で、その下が償却前利益、以下、前年度純損

益及び中期経営計画との比較増減となっており

ます。また、一番下の欄の未処理欠損金は269

億9,200万円余となっております。
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次に、４ページをごらんください。１の患者

の利用状況であります。延べ入院患者数が35

万5,000人余で前年度比5.6％の減、延べ外来患

者数が31万7,000人余で前年度比10.4％の減と

なっており、日南病院の入院患者数は若干ふえ

ましたが、宮崎病院と延岡病院は入院、外来と

も減となったところであります。

次に、５ページは、収益的収支の前年度比較

でありますが、こちらにつきましては、後ほど

御参照いただきたいと存じます。

次に、ページが飛びますが、11ページをごら

んいただきたいと思います。４の資本的収支の

状況でございます。平成21年度の資本的収入は25

億4,300万円余、資本的支出は42億5,500万円余

となっており、前年度に比べ、収入、支出とも

に大幅に減少しておりますが、これは約13億円

をかけて整備いたしました精神医療センターの

建設が終了したこと等によるものであります。

なお、差し引き17億1,200万円余の支出超過分に

つきましては、損益勘定留保資金で補てんした

ところであります。

次に、ページをおめくりいただきまして、12

ページと13ページは比較貸借対照表でありま

す。12ページに主な増減内容を記載しておりま

すが、まず資産の部では、固定資産が13億3,400

万円余の減となっております。これは建物や器

械備品等の有形固定資産及び電子カルテシステ

ム等の無形固定資産の減価償却が進んだことに

よるものであります。

次に、流動資産が56億5,900万円余の減となっ

ております。これは会計処理上、病院間の資金

融通についても流動資産並びに流動負債に計上

することとしているわけでございますが、21年

度は富養園が廃止され、宮崎病院に精神医療セ

ンターが併設されたことが影響しているものと

考えております。

次に、負債の部・資本の部では、退職給与引

当金の引き当てにより固定負債が１億円の増と

なっており、富養園の廃止に伴い、流動負債が56

億1,900万円余の減となっております。

次に、資本金が22億1,300万円余の減となって

おりますが、これは病院の改築に伴う企業債の

償還が進んだことによるものであります。また、

剰余金が６億6,500万円余増加しておりますが、

これは主に、資本的収支に対する一般会計負担

金の繰入額の増によるものであります。

次に、13ページをごらんください。こちらが

詳細な一覧表でございますが、表のうち、資産

の部の流動資産のところに未収金とございます。

このうち、医業未収金（過年度個人負担分）に

つきましては、１億7,100万円余となっておりま

して、前年度比で残高が480万円余の減となりま

した。その他の未収金につきましては、社会保

険、国民健康保険等に対する未収金でございま

すが、既に収納済みでございます。なお、この

個人未収金残高につきましては、平成７年度以

降年々増加をしておりましたが、20年度からわ

ずかながら減少に転じ、21年度も２期連続で減

少したところであります。これは、各病院に２

名配置しております未収金徴収員による電話催

告や自宅訪問等による徴収活動のほか、医事課

と医療連携科、看護部等、関係部署が連携して、

患者さんに生活保護や医療費助成制度等の事前

説明を行うなど、未収金の発生を未然に防止す

る努力を行った結果であると考えております。

次に、ページをおめくりいただきまして14ペ

ージをお願いいたします。６の企業債の状況で

あります。平成21年度の企業債発行額は７

億1,700万円余でございまして、宮崎病院の設備

リニューアル工事や内視鏡センター整備工事、
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各病院における器械・備品等の整備等がその主

な対象であります。また、当年度償還額は29

億3,100万円余で、この結果、当年度末の未償還

残高は324億3,400万円余となり、前年度比で約22

億円の減となっております。なお、324億円のう

ち改築分は、３病院改築で520億ほど企業債を発

行いたしましたが、現在の残高は、宮崎は償還

が終了し、延岡と日南分の合わせて253億となっ

ております。

次に、15ページをごらんください。７のキャッ

シュフロー計算書であります。これは事業活動

と投資活動、財務活動の３部門に分けて資金の

流れを示したものでございますが、一番下の欄

の現金預金の期末残高が内部留保資金と運転資

金の合計であり、33億8,400万円余となっており

ます。

最後に、ページをおめくりいただきまして、16

ページから18ページまでは監査結果報告書指摘

事項等でございます。表の左端の欄に記載して

おりますとおり、上から指摘事項、注意事項と

なっております。指摘事項につきましては４項

目ございましたが、私のほうからは、経営管理

課に対する指摘となっております１番目の項目

について御説明申し上げます。

これは、平成18年度の診療報酬改定に伴う医

事会計システム改修時に、通常分娩の患者に対

する医療費の一部について、本来非課税とすべ

きところを課税するプログラムを適用していた

ものであります。御迷惑をおかけいたしました

患者の方々に対しまして、既に文書による謝罪

を行うとともに、過請求分の返還をほぼ終えて

いるところであります。今後は、このような事

態を招くことのないよう、チェック体制の確立

を一層徹底してまいります。

以上が21年度決算の概要でありますが、参考

といたしまして、全国の自治体病院との経営比

較などについて概要を御説明いたしたいと思い

ます。資料は別冊で、一番上に「全国自治体病

院との経営比較」とある資料でございます。

この資料は、総務省が毎年行います公営企業

決算統計により作成しておりまして、比較して

いる全国自治体病院のデータは、公表されてい

る直近のもので、平成20年度のデータとなって

おります。本県のデータは、平成19年度、20年

度、21年度の３カ年のデータを載せております

が、平成19年度と平成20年度の事業全体の数値

には、閉園になりました富養園の数値が入って

おりますので、括弧書きで富養園を除いた３病

院の数値を記載しております。

２ページから４ページには、各病院ごとに同

規模病院と比較したものをつけております。

それでは、１ページの資料により、病院事業

全体の状況について、全国のデータとは時点が

１年ずれますが、平成21年度の病院事業全体の

データを使って、全国自治体病院との経営比較

について御説明をいたします。

まず、全国状況でございます。全国自治体病

院932病院のうち、黒字病院は271病院で全体

の29.1％、赤字病院は661病院、全体の70.9％と

なっております。

次に、収支状況についてでございます。まず、

経常収支比率ですが、これは、総収益から不動

産売却益などの特別利益を引いた経常収益を、

総費用から天災等による特別損失を引いた経常

費用で除したものであります。これが100％のと

きが収支均衡の状態ということになりますが、

平成21年度は95.8％と赤字の状態になっており

ます。次の経常収益に占める繰入金の割合は、

平成21年度は17.2％となっておりまして、全国

平均の13.7％、黒字病院の14.9％のいずれも上
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回っております。この要因としましては、本県

の病院事業の場合、精神医療センター運営費が

入っている、あるいは改築に伴う支払い利息が

影響しているというふうに考えております。

次に、医業収益に対する費用比率でございま

す。数字の見方は、例えば、職員給与費の平成19

年度の数字は52.8％となっておりますが、これ

は100万円の医業収益に対して52万8,000円の費

用がかかっているということを示しております。

職員給与費につきましては、平成21年度は54.4％

と全国平均の55.7％より低いものの、黒字病院

平均の51.9％よりは高くなっております。なお、

平成21年度が54.4％と20年度の53.4％よりも高

くなっておりますのは、分母の医業収益が減少

していることに加え、医師確保対策として、平

成21年度から医師の初任給調整手当を増額した

ことなどによるものであります。

次の、支払い利息とその下の減価償却費につ

きましては、平成21年度は、支払い利息が4.0％、

減価償却費が11.5％となっており、黒字病院平

均の支払い利息2.4％、減価償却費6.4％よりも

かなり高くなっております。これは、平成９年

度に行われた延岡病院と日南病院の改築の際に

発行した企業債の支払い利息や減価償却費が影

響しているものであり、両病院の支払い利息と

減価償却費は同規模の黒字病院平均を２倍以上

上回っており、赤字要因の一つとなっておりま

す。

４行下の委託料につきましては、平成21年度

は9.7％となっておりまして、黒字病院の9.2％

を若干上回っております。

次の医療材料費につきましては、平成21年度

は27.8％となっており、黒字病院の26.4％を若

干上回っております。

次に、経営分析でございます。まず、病床利

用率につきましては、平成21年度は78.2％と、

黒字病院平均の78.9％とほぼ同程度となってお

りますが、今後一層利用率の向上を図っていく

必要があると考えております。

次の平均在院日数につきましては、平成21年

度は17.5日となっており、黒字病院平均の21.2

日と比べると短くなっております。

次の１日平均患者数及び患者１人１日当たり

診療収入についてであります。現状といたしま

しては、県立病院全体では、平成21年度の１日

平均入院患者数は325人、外来患者数は438人と、

いずれも黒字病院平均の175人、389人を上回っ

ておりますが、病院ごとに同規模病院と比較い

たしますと、日南病院の入院患者数を除いて黒

字病院平均を下回っております。なお、全国の

状況を見ますと、全体的には、黒字病院は赤字

病院よりも患者数は少ないものの診療単価は高

いという状況のようでございます。

次の医師１人１日当たり診療収入については、

全体では平成21年度は28万2,000円となってお

り、黒字病院の29万2,000円を若干下回っており

ます。しかし、病院ごとに同規模病院と比較し

ますと、宮崎病院は黒字病院平均を若干下回り

ますが、延岡病院、日南病院は黒字病院平均を

上回っております。なお、年度間の数字にばら

つきがありますのは、分母となる医師数に研修

医やレジデントの数が含まれており、基準日と

なる３月31日時点での医師数が年度によって増

減するためであります。

次に、職種別給与について説明します。なお、

平均給与月額とは、給料と期末・勤勉手当など

を含めた諸手当の総支給額を12月で割った平均

月額であります。

まず、医師平均給与月額及び医師平均年齢に

ついてでありますが、平成21年度は平均年齢42
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歳で月額137万3,000円であり、全国平均の44

歳、131万4,000円より高くなっております。な

お、病院事業全体の20年度の41歳、123万円と比

較しますと、年齢で１歳、金額で14万3,000円ふ

えておりますが、これは先ほど来御説明してお

りますように、21年度から初任給調整手当の増

額を行ったことによるものであります。

次に、看護師の平均給与月額及び平均年齢に

ついては、平成21年度は平均年齢38歳で43

万5,000円で、全国平均の48万3,000円よりも低

くなっております。

次に、薬剤師や臨床検査技師などの医療技術

員の平均給与月額及び平均年齢は、平成21年度

は平均年齢43歳で56万円となっておりまして、

全国平均との比較では２歳の年齢差があります

ので、実質的にはほとんど差はないと考えてお

ります。

また、全職員の平均給与月額及び平均年齢で

すが、平成21年度は平均年齢39歳で58万5,000円

となっており、全国平均40歳、59万1,000円とほ

ぼ同額となっております。

次に、ページをめくっていただきまして、５

ページをお開きください。最後に、診療科別入

院・外来収益の状況を御説明いたします。

まず、入院に係る診療収入につきましては、

事業全体では、多い順に、内科が32億7,000万円

余、外科が24億4,000万円余、整形外科が21

億2,000万円余、以下、循環器科、産婦人科の順

となっております。

また、診療単価につきましては、心臓血管外

科の入院が１日平均13万5,137円と際だって高

く、次に循環器科の７万9,807円、眼科の５

万6,781円、以下、外科、小児科の順となってお

ります。

以上、参考資料を御説明いたしましたが、医

療資源の乏しい本県におきましては、今後とも

県立病院が不採算医療や政策医療を担い、全県

レベルあるいは地域の中核病院として、また多

くの診療科を有する総合病院として、県民医療

の確保に努めていく必要があると考えておりま

す。そのためにも、病院局職員が一丸となって

今後一層経営健全化を図ってまいりたいと考え

ます。

私からの説明は以上でございます。

○馬原宮崎病院事務局長 続きまして、宮崎病

院の決算状況について御説明いたします。

決算審査資料に戻っていただきまして６ペー

ジをお開き願います。宮崎病院全体の20年度決

算の数値につきましては、富養園の数値を含ん

だものでございます。

まず、①の患者の状況でございます。

入院の延べ患者数は15万4,778人で、前年度に

比べ9,851人の減、１日平均患者数は424人で27

人の減となっております。入院患者数が前年度

を下回っておりますのは、地域の医療機関との

すみ分けが進んだことや、21年度に導入しまし

たＤＰＣなどにより、平均在院日数が前年度と

比べ短縮されたことなどによるものと考えてお

ります。患者１人１日当たり入院収益は４

万9,224円で、がん患者を中心とした高度医療で

あるとか、高額な手術件数の増などにより、前

年度と比べまして2,813円の増となっておりま

す。

外来の延べ患者数でございますが、15万6,916

人で、前年度に比べまして１万874人、１日平均

患者数は648人で42人の減となっております。外

来患者数も前年度を下回っておりますが、入院

患者同様、地域医療機関とのすみ分け、役割分

担が進んでいることなどによるものと考えてお

ります。次に、患者１人１日当たりの外来収益



- 8 -

は１万1,593円で、ＤＰＣ導入に伴いまして、入

院前検査による検査料等の増や、外来化学療法

等による注射料の増などにより、前年度と比べ

まして1,009円の増となっております。

次に、②の収支の状況でございます。

病院事業収益は116億1,988万円余で、前年度

と比べまして1,092万円余、0.1％の減となって

おります。このうち入院収益は、患者数の減に

よりまして2,177万円余の減となっております。

また、外来収益は、患者数は減少しましたが、

患者１人１日当たりの外来収益が増加したこと

から、4,339万円余の増となっております。

一方、病院事業費用でございますけれども、114

億6,728万円余で、前年度に比べまして１億5,365

万円余、1.3％の減となっております。このうち

給与費は、退職給与金の減などによりまし

て4,357万円余の減、材料費は7,229万円余の減

となっております。経費は、富養園が閉園し、

宮崎病院に精神医療センターが併設されたこと

により、トータルでのコストが減少したことや、

光熱費等の減により4,443万円余の減となってお

ります。

この結果、病院事業収益から病院事業費用を

差し引いた当年度純利益は１億5,260万円余で、

平成18年度から４年連続の黒字となったところ

でございます。

以上が宮崎病院全体の状況でございますが、

その内訳としまして、７ページに一般診療科、

８ページに精神医療センターと区分して記載し

ております。区分に当たりまして、費用につき

ましては、給与費など明確に区分できるものは

その額を、経費で庁舎管理委託や光熱費等の共

通経費は面積比等で案分して計上しております。

この結果、当年度純利益は、一般診療科が１

億4,435万円余、８ページの精神医療センター

は825万円余の黒字ということになっておりま

す。

最後に、16ページをお願いいたします。監査

結果報告書指摘事項等でございます。指摘事項

が２点ございまして、まず、収入事務でござい

ます。丸の２つ目、これは、富養園から引き継

ぎました過年度医療費の自己負担分について、

徴収事務の取り扱いが不十分だったというもの

でございますが、指摘後、電話連絡、催告状の

送付等を行ったところでございます。今後、未

収金の進行管理を徹底してまいります。

次に、契約事務で、丸の１つ目、これは、医

療器械の保守点検業務で契約解除を行ったとき

の委託料の算定が適正でなかった、契約解除の

通知がおくれていたというものでございます。

医療器械の更新に伴い保守契約の解除が発生し、

解除までの委託料算定が契約書では日割計算と

いうことになっておりましたのに対し、業者と

協議した覚書により、点検回数に応じた算定を

行っていたものでございます。今後、契約書の

内容について検討・改善をするとともに、解除

通知のおくれにつきましても、速やかに通知す

るなど適正な事務処理に努めてまいります。

宮崎病院の説明は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。

○勢井日南病院事務局長 それでは、日南病院

の決算の状況について御説明いたします。

お手元の決算審査資料の10ページをごらんく

ださい。

まず、①の患者の状況についてでございます。

入院の延べ患者数につきましては８万4,121人

で、前年度より687人の増加となっております。

次に、同じ患者数の外来でございますが、延べ

患者数が８万5,450人で、こちらのほうは前年度

より9,667人の減少となっております。これらに
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つきましては、圏域人口が年々減少しているこ

と、地域の医療機関との間で連携と機能分担が

進んできていることによるものと考えておりま

す。また、それぞれの患者１人１日当たりの収

益でございますが、入院のほうは３万9,505円で、

前年度よりも377円の増加となっております。外

来につきましては１万1,128円で、前年度よ

り1,727円の増加となっております。

次に、②の収支の状況についてでございます。

入院収益につきましては、先ほど申しました

ように、患者数、患者１日当たりの単価が増加

いたしまして、その結果、33億2,317万5,000円

と、前年度より5,800万円余の増加となっており

ます。また、外来収益につきましても、患者数

は減少いたしましたものの、患者１日当たりの

単価が増加しましたことから、９億5,086万4,000

円と、前年度より5,600万円余の増加となってお

ります。その結果、これに一般会計繰入金等を

加えました病院事業収益につきましては、53

億8,773万6,000円で、これは前年度より１

億4,984万4,000円の増加となっております。

次に、病院事業費用でございます。まず、給

与費でございますが、これは医師数が前年度と

ほぼ同数でありました中で、医師の処遇改善関

連の費用あるいは退職給与金の増、さらには臨

床研修医等の報酬の増がございまして、前年度

に比べまして１億5,200万円余の増となっており

まして、金額といたしましては26億6,815万1,000

円となっております。

次に、材料費でございますが、前年度を4,200

万円余上回ります11億3,694万5,000円となって

おります。これは抗がん剤等の高額の医薬品等

の使用が増加いたしましたことにより、薬品費

が7,900万円余増加いたしましたが、一方で、診

療材料等の調達業務の委託の効果等によりまし

て、診療材料費の減少がございましたことによ

るものでございます。

次に、経費につきましては、そこにございま

すように８億1,308万2,000円でございまして、

前年度を3,700万円余上回っております。これは

患者用ベッドの老朽化等に伴いまして修繕費

が3,800万円余増加いたしました。また一方で、

重油価格の低下によりまして燃料費の減少など

がございました。その結果でございます。その

ほか、前年度よりも減少いたしました減価償却

費あるいは企業債の支払い利息等を加えまして、

病院事業費用は58億1,333万9,000円となりまし

て、前年度より１億9,789万4,000円の増加とな

りました。

その結果、当年度純利益につきましては、マ

イナス４億2,560万3,000円となりまして、前年

度より4,805万円ほど悪化いたしております。

収支の状況につきましては以上でございます。

なお、監査における指摘事項は、日南病院に

ついてはございません。

日南病院の決算状況につきましては以上でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

○工藤延岡病院事務局長 延岡病院の決算状況

報告をいたします。１ページ戻っていただきま

して９ページをお願いいたします。

まず、患者の状況でございます。

入院延べ患者数は11万6,587人で、前年度と比

べまして１万2,000人余の減少、それから、外来

のほうの延べ患者数は７万5,285人で、前年度と

比べまして１万6,000人余の減少となっておりま

す。減少の主な原因につきましては、21年度か

ら１つの診療科が休診となってしまったこと、

合計４つの診療部門で休診となっております。

また、その他の科でも医師の不足の診療科があっ

たことなどによって減少したものと考えており
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ます。

次に、②の収支の状況でございます。

21年度の病院事業収益は84億6,700万円余で、

患者数の減少により、入院・外来収入とも大幅

な減収となっております。20年度と比べまして、

入院収益は５億3,000万円余の減収、外来収益は

１億500万円余の減収となっております。

次に、病院事業費用でございます。病院事業

費用は93億2,200万円余で、前年度と比べまして

２億7,600万円余の減少となっております。これ

は、給与費のほうは大きな変動はございません

でしたが、材料費が、患者数の減少、ジェネリッ

ク医薬品の採用率の向上、診療材料の価格の値

下げ交渉などによりまして、前年度と比べまし

て１億8,900万円余の経費節減となったことが大

きな要因となっております。この結果、当年度

純利益は８億5,500万円余の大幅な赤字決算と

なってしまいました。

以上が延岡病院の収支の状況でございます。

最後に、16ページをお願いいたします。21年

度監査結果報告書指摘事項等でございます。指

摘事項といたしまして、契約事務におきまして、

医療廃棄物処理業務委託及び清掃業務委託につ

いて、契約書の作成が適正に行われていなかっ

たとの指摘を受けました。これは、まず、医療

廃棄物処理業務委託につきましては、医療器械

の最終処分期間を定めていなかったこと、清掃

業務委託につきましては、委託契約の仕様書に

おきまして清掃範囲を示す表を添付していな

かったことによるものであります。今後は、こ

のようなことが生じないよう十分な確認を行い、

適切な事務処理に努めてまいります。

延岡病院につきましては以上でございます。

○中野主査 執行部の説明が終了いたしました。

これより質疑を行います。委員の皆さん、質疑

がありましたら、どうぞ。

○図師委員 総括質疑でも取り上げさせていた

だいたんですが、１点だけお伺いしたいのが、

精神医療センターの患者１日当たりの外来収益

が44.9％落ちているわけです。ほかの病院は軒

並み１人当たりの単価は上がっているんですけ

ど、精神医療センターが落ちている理由という

のはどこにあるんでしょうか。

○馬原宮崎病院事務局長 20年度につきまして

は富養園でございますが、富養園のときは院内

処方ということで投薬料等が診察料に入ってお

りました。21年度に精神医療センターになりま

して、院外処方となりましたので、その分が減

少ということで単価減となっております。

○図師委員 では、22年度に関してこの数字は

そう増減はなく、逆に単価は上がってくるとい

うふうに見込まれると考えてよろしいでしょう

か。

○馬原宮崎病院事務局長 そのように考えてお

ります。

○図師委員 今度は日南病院なんですが、入院

収益、外来収益、軒並み前年度比からはプラス

で、努力されている内容がわかるんですけれど

も、にもかかわらずトータル的な収支が４億余

りの赤字となるんですが、この数字を追うだけ

では、やっぱり支出が多かったんだろうと。そ

の理由としては給与費なり材料費なりという説

明があったんですが、ここに出ている数字だけ

を見ると、４億余りも赤字が出るような数字を

追っていけないんですけど、一番大きかったの

は、給与費、材料費、抗がん剤等の投薬が多かっ

たという理由のみで、何かほかに原因が考えら

れるものがあるとすればですが、いかがですか。

○勢井日南病院事務局長 先ほど説明いたしま

したように、支出関係で給与費、これはほかの
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病院も同じかと思いますが、医師の待遇改善等

で、ただ、当病院の場合には医師の数がほとん

ど同数でございましたので、この影響がかなり

如実に出ていたというのが一つございます。そ

れから、材料費につきましては、特に外来化学

療法―抗がん剤の使用につきまして、前年度

と比べまして、新しく使い始めた薬品が通年度

化したということでふえてまいりました。それ

がございますし、もう一つ、先ほどの患者用ベッ

ドにつきましては、前年度100万円前後だったの

が2,000万円近くになったということで、一時的

にふえました。これは、病院を新たにオープン

いたしまして10数年たちまして、ベッドのキャ

スターがちょうど悪くなる時期に来ておりまし

た。当院の場合、６階西病棟を現在使っており

ませんので、そこにあるベッドからキャスター

等持ってきて対応していたんですが、それでも

間に合わなくなって、特に21年度に修繕費等が

かさんだものでございます。大きな原因といた

しましてはそれがあろうかと思います。ほかに

つきましてはこれといった大きなものはござい

ません。

○図師委員 人件費を上げるのと、備品の入れ

かえなり薬剤の入れかえで経費がかかったとい

うことで、来年度に関しても同様な入院・外来

の伸びが見込めれば、経費は横ばいもしくは減

少できるということになってくれば、黒字転換

化も早急に図られていくのではないかというの

を今説明を聞いて感じたところです。答弁はい

いです。

○米良委員 １ページの決算のポイントを見て

いろいろ思うんですけれども、毎年毎年、努力

によって経費節減を図る。本年度も２億3,200万

円余の減になったという努力の足跡がうかがえ

て、皆さん方に敬意を表したいと思います。先

ほどもありましたけれども、圏域人口の減少に

よって収入が減るというのは当然なことであろ

うと思いますが、病院の院長先生から考えます

と、何で患者が減るのかなと、そこに悩ましい

ことも考えられると思います。しかし、公立病

院にとって、赤字とか、患者の動向に余り気を

配りますと、先生たちも大変だろうなという気

もしないでもないわけです。

そこで、いろいろ努力をされましたけれども、

これだけの赤字が出たということについてのこ

れからの取り組みは、当然、事業費用というこ

とから削減をしていかなきゃならないわけであ

ります。そのほかに、ここに来て、これらに対

する費用といいますか、材料費の減もさること

ながら、この辺に力点を置けばもう少し赤字が

減るんじゃないかと思われるのか。私は、赤字

ということについて、当たり前の経営をやって

おればそんなに力む必要もないのではないか。

そこ辺を考えますと、病院側がこれ以上努力を

されていくこともいいかもしれませんけれども、

どういうことに努力をされていこうとされてお

られるのか。余りそこ辺に力点を置きますと院

長先生側からするとなかなか。ちょっと難しい

質問かもわかりませんけれども、私は余りこだ

わる必要はないと思うんですよ。どうですか。

○甲斐病院局長 大変難問なんですけれども、

基本的なことから申し上げますと、公立病院と

いうのは民間医療機関の補完的な病院であるべ

きだというのが私の基本なんです。ところが本

県の医療事情を考えますときに、どうしても基

幹的なあるいは地域の中核的な病院としての業

務を本県の場合、担わざるを得ない。そういう

ことになりますと、やはり私どもが総合病院と

してそういう対応をしていくことが、県民の皆

さんの安心した暮らしに一番役立っているん
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じゃないかという気がしております。

そういう視点に立って病院運営をどうするか

ということになったときに、一方では、収益と

いいますか、地方公営企業の基本は独立採算と

いうことになっておりますから、そういう意味

では、医療の質というものを高めながら経営の

ほうも十分やっていくようにしたいということ。

これまでの状況を見ますと、医療スタッフの充

実を図るといいますか、診療体制を充実してい

くことによって収益の確保を図る。一方で、経

費のほうを、これまでの４年間、５年目になっ

ていますが、そういう努力をしながらやってい

けば十分いくんじゃないかという気がいたして

おります。先ほど来御意見ございますように、

経費の面では本当にやるだけのことをやってき

ているような状況にあります。ただ、医療の世

界といいますのは日進月歩の世界ですから、見

直しというのは常にやりながら、常に危機感と

いいますか、そういった意識を高めながらやっ

ていきたい。私のほうから言うのもいかがかと

思いますけれども、職員の意識も非常に高まっ

てきたという気がいたしております。いろんな

協議をする場合に、必ずコスト計算といいます

か、新しい医療器械を購入するとかいろんな修

繕をしますとかいうときに、コスト面の話がま

ずあってから、どうしましょうかという話にな

る。それは一例でございますけれども、そうい

う面での意識も高まってきたのかなという気が

いたします。引き続き、いろいろな視点から経

費の節減を図りながら、診療体制の充実を図る

ことによって収益を高めていくと。そうすれば、

おのずと展開が将来的にもよくなっていくん

じゃないかという気がいたしております。

そういう意味では、21年度というのは医師確

保の面でいろいろとございました。特に待遇改

善あるいは環境の面。とにかく医局のほうから

医師を派遣するというときに、行ってみたくな

るような病院、あるいはそこで勤めたくなるよ

うな病院、そういう面で定着させたいというの

があったものですから、経営よりもまずは医療

スタッフの確保、そのために、待遇改善、環境

改善をやることが、長期的に見たときに病院経

営に一番つながるという思いでやってきたつも

りなんです。

そのスタートが環境改善ということで、コン

ビニ受診の自粛だったんですが、これも全国的

に異例なんですけれども、全国の状況を見たと

きに、これは乗り越えないと、先行きといいま

すか、崩壊してしまうんじゃないか、そういう

危機感がありました。そういうこともございま

して、県議会の皆様方の御理解と御協力をいた

だきながら全県的な取り組みができた。そうい

う面では、患者さん方の動向から見ますと、非

常に理想的な展開に向かいつつあると認識して

おります。１次医療といいますか、初期救急医

療につきまして市町村あるいは開業医の皆さん、

そちらのほうでの取り組みを強化しながら、私

どものほうとしては高度医療のほうに専念しな

がら単価を上げてやっていければ十分やってい

けると、そういう思いをこの一年でしたところ

でございます。以上でございます。

○米良委員 全国自治体病院との経営比較とい

うことで先ほど説明をいただきましたが、これ

らを拝見しましても、宮崎県立病院の21年度の

事業全体の数値を見ましても、全国平均と押し

なべて似通った経営状況ということを理解しま

すときに、赤字だという一点張りで皆さんたち

が日ごろ病院経営をやっておられると、公立病

院といえどもそこあたりに執着しますと、院長

を中心としたスタッフの皆さんたちの希望とい
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うかやる気というか、そこらあたりで悩ましい

ものがそこに出てこないとも限らんのじゃない

かといつも思っているものですから、我々がそ

こで締めつけをしますといかがなものかなと思

いますので、申し上げたところであります。

それから、もう一つ、未収金の問題が毎年あ

りますね。催促状を送っていろいろ努力をされ

るということでありますが、家庭的に将来無理

だということも言えると思いますけれども、そ

こ辺の職業的なそういう人たちもおられるで

しょうし、将来的に可能かどうかというところ、

家庭的に。そこ辺はどうなんですか。

○佐藤病院局次長 未収金も、結構大きな未収

金の発生のときは、例えば、生活は結構厳しい

んだけど急病で病院に入院されて、その後、生

活保護の手続をしてあげて、生活保護を受けら

れた以降はいいんですけど、その前の分がなか

なか払えないとか、あるいは飲酒運転で事故さ

れて入院されたとか、それは自賠責も効きませ

んので、結構そういう方々が100万、200万とい

う大きな単位の未収金を出されています。一方

で不納欠損という制度もございます。この債権

は３年ですから、基本的には３年支払いがなけ

れば不納欠損処理をしています。どうしても払

えない方は不納欠損処理をする。一方で、分割

納付していただける方は月々3,000円なり5,000

円でも払っていただいている方もいらっしゃい

ます。平成７年ごろ発生した未収金をまだ払っ

ていただいている方もいらっしゃいます。そこ

そこでできる限りお支払いいただくという形で

お願いをしております。

○中野主査 ほかに。

○外山委員 僕が以前から考えていたことを米

良委員がおっしゃっていただいて非常によかっ

たなと思うんですが、日本航空の場合、サンパ

ウロ線を廃止する。だれも文句は言えない。県

病院ががん患者は拒否をする。パニックになっ

て大きな批判になるでしょう。ここは何が違う

のか。決算というものを見て、日本航空の場合

には大きな債務超過で立ち行かない。だから路

線整理をする。県病院はそれができない。なぜ

できないのか。人命のため、救助、人命を救う

ためにあるんだと。そこに政策医療、高度医療、

こういうものがあるんだろうと。そこを踏まえ

た上で、なおかつ、３対７、７が赤字、３の黒

字は、なぜこういった中でも黒字なのか。次長

に聞かなくても大体想像できるのは、これは都

市部に集中しているのか、地方に黒字が多いの

か。21年度決算、一方は20年度の決算ですが、

これはどういうふうなことになっているんで

しょう。

○佐藤病院局次長 恐れ入りますが、都市部あ

るいは地方部という特定したものではない、そ

れぞれ地域の医療機関の密度とか、高度医療を

やっているところがあるかないかとかいうとこ

ろで違います。うちの県の場合、赤字になって

いる要因の一つに、先ほども御説明の中で触れ

たんですが、県病院をつくるときに全体で520億

借金しました。その支払い利息が毎年８億今で

もあります。一方で、収益的収支の会計処理上、

減価償却費というものを費用として見ないとい

けない。それが25億あります。これは実際上、

現金支出は伴わないんですが、会計処理上処理

しないといけない。先ほどの全国比較のところ

を見ていただくと、３ページの減価償却費を見

ていただきますと、延岡病院の場合ですけど、

減価償却費、21年度は14.1％なんですね、うち

の県の場合。全国のものを見ると、黒字病院

で6.9％、赤字病院で8.7％というところで、も

ともと全面改築をしたとき、ほとんど企業債で
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賄ってスタートしているというところが大きな

要因で、今後を見ると、減価償却費も、今25億

が２～３年すると18億台になってまいりますし、

支払い利息も少しずつ減ってまいりますので、

このあたりで赤字幅がかなり圧縮できるのかな

というふうなとらえ方はしております。

○外山委員 お医者さんを前にして非常に言い

にくいんですが、医師の平均給与月額130万、大

体一緒ですよね、医師の給与というのは。とこ

ろが看護師の給与というのは、何でこんなに宮

崎と差があるんですか。

○佐藤病院局次長 病院事業全体のところの資

料では、確かに今おっしゃるように、看護師の

ところ、本県が43万5,000円・38歳、全国平均が48

万3,000円・38歳ということで５万ぐらい違う

と、そのあたりの御指摘かなと思うんですが、

我々、基本的には公務員制度のところでやって

いまして、地域手当というのがあるんですね。

例えば東京ですと18％増なんです。宮崎県の場

合はその地域手当がゼロでございます。全体的

に都市部に厚くなっている関係もあります。あ

と、若いほうがある程度固まっているのか、平

均年齢より上のほうが固まっているのかという

年齢分布もあります。そういうところもありま

すので単純に比較できないと思いますが、いず

れにしても人事委員会勧告等に沿ったところで

の給与水準にしておりますので、水準そのもの

は妥当なところにいっているのかなという考え

方をしております。

○外山委員 人事院勧告でやっているし、だか

ら、冒頭に、赤字というのは地方に多くて、黒

字というのは都市部に多いのかということを最

初に聞いたでしょう。いや、そんなことはない

んだとおっしゃったから、そういうふうに聞い

たわけ。そうしたら今度は都市部がどうのこう

の。最初の答弁と今の答弁は違うでしょう。ば

らけているわけでしょう。地方にも黒字がある

し、一概に都市部か地方かとは言えないと。給

与はと聞いたら、都市部のことだけ説明しはる

でしょう。地域差がどうのこうのと。説明が理

解できません。

○佐藤病院局次長 済みません、ちょっと理解

が悪いものですから、委員のおっしゃる趣旨が

あれなんですけど、黒字か赤字かというのの都

市部と地方部というのは、都市部が黒字で地方

部が赤字ですよということは一律的には言えな

いですよねと御説明したつもりですし、給与面

では、都市部はどうしても地域手当というもの

が２割ぐらい増で来るので、そういう都市部の

部分が押し上げる効果があるので、全国平均と

すると、うちの県の場合は低いところに来てい

ますという御説明をしたつもりでございます。

以上でございます。

○外山委員 地域で給与が違うと。18％、ゼロ。

ゼロの地域は給与が自然と低いと。であるなら

ば、病院経営の赤字、黒字というのは、赤字と

いうのは押しなべて地方に多いんですかと聞い

たら、いや、違うと、ばらばらやと。都市部で

もあるし地方でもある。じゃ、それが何対何で、

例えば都市部の黒字の地域給が幾らで、宮崎と

比較して給与差がこれだけありますということ

を出せますか。それを出していただければ、あ

あ、そうかとわかりますよ。

○佐藤病院局次長 御要望なんですけど、そこ

のところの分析はしておりませんし、なかなか

難しいのかなというふうに思っております。よ

ろしくお願いいたします。

○外山委員 だから、説明を聞いてもわかりま

せんということを言ったんですよ。私は何が言

いたいかというと、この前、医者10人と交流会
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を開きました。その医者いわく、先ほどだれか

も言ったように、そこにいたいと、ここで働き

続けたいという一つのポイントになるのは、い

い看護師というものが重要な位置を占めるとい

うことを言うておりました。僕も約３カ月入院

をして、県病院で、これだけ看護師と医者が激

務の中で一生懸命働いて、僕は感動すら覚えま

した。これはすばらしい。だから、そういった

中で、人命というものを一生懸命―僕のこと

を言っていいかどうかわからんけど、もう手術

ができないと。そしたら、ある医者がしてくれ

はりました。非常に助かった。家内に言わせる

と死んだほうがましやったというかも。それは

冗談ですが、本音が半分。あの医療スタッフが

あれだけ頑張って、こういった中で赤字、黒字

というのが新聞に踊るような書き方がいいのか

どうか。償却前は15億の黒字だから、もうちょっ

と書き方、発信の仕方、これを考えてほしいな

というふうに思います。以上です。何かあれば

答弁してください。

○佐藤病院局次長 大変ありがとうございます。

基本的には県立病院は、ミッションとして、い

つも考えるのに３つあると思うんです。高度・

救急医療等の政策医療、不採算医療をやるとい

うこと、全県あるいは地域の最後のとりでとい

う病院であること、３つ目に多くの診療科を用

意した総合病院であること。とらえ方はいろい

ろありますが、そのために、現在、正職員だけ

でも1,300人、非常勤、臨時職員入れると1,700

人を超える職員がおりまして、それぞれが一生

懸命頑張っていただいて、いい医療を提供する

ためにも経営改善をして少しでも赤字を少なく

しましょうという取り組みを理解いただきなが

らしています。独立採算というのが原則ですか

ら、そのことはやはり忘れてはいけないと思っ

ております。そういう考えでおります。以上で

ございます。

○濵砂委員 全国自治体病院との経営比較の中

で、先ほどから話が出ていますが、医業収益に

対する費用比率という中で、黒字病院と比較を

して、ここよりも費用がかかっているというの

が、平均からすると低いんですが、職員給与、

支払い利息、減価償却、このくらいのものなん

ですね。職員給与にしてみれば、全国平均から

するとこれでも低いですから、これの中で多い

というのは支払い利息と減価償却。減価償却は

先ほど25億円という話でしたけれども、支払い

利息は50億円の利息に対して幾らぐらい支払っ

ているんですか。

○佐藤病院局次長 企業債の支払い利息は、19

年度から21年度で繰り上げ償還しましたので、

今は５％未満のものばかりになっています。最

近借りるものでは１％前後になっております。

以上です。（「金額」と呼ぶ者あり）支払い利息

の金額は、21年度ベースで約８億円でございま

す。

○濵砂委員 それぐらいで、費用というのは、

医療材料費というのは、先ほど話がありました

けれども、我々素人から考えて、このくらいが

妥当なのかどうかというのもわからないんです

が、必要な部分については、総合病院、県病院

としての施設ということを考えれば、ちゃんと

した医療をするというのは当然な務めでありま

すから、これはちょっとわからないから質問は

下げますけれども、その後の経営分析の中で、

病床の利用率が平均で73.8、ここは78％ですか

ら、宮崎のほうが回転をよくしているというこ

とです。入院患者数にしても外来患者数にして

も多いんです。診療収入にしても多い。外来・

入院にしても多い。トータル的に医師１人１日
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当たりの診療収入が少ない。ということは、科

目によっては稼働率の悪いところがあってこう

いう数値が出てきているんでしょうか。

○佐藤病院局次長 ただいまの資料の５ページ、

診療科別の資料をつけさせていただいています。

診療科によって診療報酬が高い診療科、手術等

をたくさんする診療科とそうでない診療科があ

りますので、単純に稼働率というところでは判

断しづらいし、診療収入が少ないところで頑張っ

ていただいている医師の方々、スタッフの方々

からすれば、それは何だというおしかりも受け

るものですから、なかなか明確に言いづらい部

分もあるんですけれども、この資料から見ます

と、診療単価ベースでいきますと、先ほども御

説明いたしましたが、心臓血管外科あるいは循

環器科あたりが診療単価的には高いということ

は言えようかと思います。

○濵砂委員 そういう話をしているんじゃない

んです。総合病院としてのメリット、デメリッ

トがありますね。そして県病院としての使命と

いうものがある。それで多くの診療科目をそろ

えておかなくちゃいけない。けれども、現実的

にはそれをそろえておくことで―医者がどう

のこうのとか言っているわけじゃないんです

―経営の感覚から分析的に見てみると、圧迫

している部分があると。だから、総合的に見て

赤字になっているんだと、そこなんですよ。本

来経営を健全化しようと経営だけを考えた場合

は、外したほうが黒字になる率は高いわけです

ね。しかし、中核病院として、総合病院として、

県病院として、県民のために維持するためには

それをそろえなくちゃいけない。だから、入院

患者が多くても、たくさんの人を診ても、部分

的にたくさんかかるところもあるし、かかって

こないところもあるから、結果こういうことに

なるということじゃないんですか。

○佐藤病院局次長 おっしゃる面はそのとおり

だと思います。例えば、収入が高い、診療報酬

が高い診療科だけ、民間病院だったらそういう

ふうに特化していけると思うんですが、公立病

院の場合は、各病院とも18～19の診療科を用意

させていただいています。そのためのスタッフ

もそろえさせていただいていますし、医療器械

もそろえさせていただいています。それぞれが

高い稼働率をしているかどうかは別にして、用

意をしておかないといけないというのが県立病

院の役割かなというふうに思いますので、おっ

しゃるとおりの部分があろうかと思います。

○濵砂委員 ですから、赤字の原因としては、

この分析表で見る限りは、支払い利息と減価償

却、あとは、平均の患者数にしても、平均の外

来・入院ともに他の黒字あるいは平均を上回っ

ていると。県立病院としての役目は果たしてお

るが、しかし、県民全体の負託を得るためには

この部分もそろえなくてはいけない。結果、こ

ういう結果になったということで認識すればい

いんですね。

○甲斐病院局長 ちょっと補足させていただき

ますけれども、本県の病院から言えるといいま

すか、理想を申し上げれば、それぞれの指標か

ら全国の自治体病院の黒字病院との比較をいた

しますと、一般論としまして、黒字病院という

のは、減価償却費のウエートは５％ぐらいがい

いということを言われております。人件費につ

いては、総務省のガイドラインからいきます

と、52％ぐらいには落としてほしいというよう

な指導を受けております。実際に206億の入院・

外来の収益がございますが、そのうち人件費関

係が、先ほどから話に出ておりますように、給

与費関係あたりが総額で126億ですから、これが
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例えば１％落ちると、52％まで持っていったと。

一つは、収益が上がればこのウエートというの

は相対的に下がるんですけれども、今のこの収

益からいきますとそういうものがあるのかなと。

そういう面では、支払い利息と減価償却費のウ

エートが16％近くありますから、黒字病院から

しますと約７ポイントぐらい上回っている。こ

れを下げれば大体いくのかなと。特に経費の面

では、医療の材料費ですとか委託料あたりは遜

色ない状況になっていますから、こういう面。

そういうことから申し上げますと、耐用年数

が39年なんです。県債の償還を30年でやります

から、39年のスパンで見ていただけるならば、

減価償却費がだんだん減っていくならば、繰り

入れとの関係もありますけれども、後半は延岡、

日南あたり、そういう負担のウエートが低くなっ

てくればなっていくんじゃないか。とにかく今

は耐えるといいますか、いかに経費が上がらな

いようにやるか、それと医師を確保していくか

ということでいけば、将来的にはいい展望が開

けるということでありますので、今の方向で、

優秀な医療スタッフの確保を前面に置いて、待

遇改善と環境整備、こういう視点から取り組ん

でいきたいと思っているところです。

○米良委員 赤字だからこうだ、黒字だからこ

うだという議論も大事ですけれども、さっき次

長がおっしゃいましたように、独立採算といえ

ども相手のあることですから、救急な患者もい

つ発生するかわからないという事業体でしょう。

だから、そういうこともこだわる必要がありま

すけれども、院長初め皆さんたちがこれだけ努

力をされて、その結果こうだということの認識

ですから、そこあたりは我々は余りこだわって

いないんです。これからどう、もうちょっと努

力をしていくか、そういう踏み込んだ議論をこ

れから聞きたいということも、さっき私が言っ

たとおりです。

そこで、一つ私はわからんことがあるんです

が、経常収益に占める繰入金の割合が17.2％あ

りましたね、全国の自治体病院との比較の中

で。48億でしたかね。これは計算の方法はどん

なふうにすればいいんですか。経常収益に占め

る一般繰り入れの割合というのは48億ありまし

たよね、これはどういうふうにはじき出すんで

すか。48億じゃなかったですか。（「58億」と呼

ぶ者あり）58億ですかね。

○佐藤病院局次長 まず、特別利益を引いた収

益を経常収益といいますけど、21年度は特別利

益はありませんから、総収益が21年度ですと

約260億ございました。繰入金が、最終的には62

億でしたけれども、58億と260億で割り戻した分

がこの金額になります。これでは収益的収支に

充てている繰入金でございますので、43億と全

体の収益が260億ですから、それの割合になりま

す。

○米良委員 43億8,000万でいいわけね。そうす

ると、市町村立の病院も一緒なんですか、こう

いう計算の仕方というのは。

○佐藤病院局次長 これは総務省が定めた決算

統計の指標でございますので、基本的にはそれ

に沿ったところでの出し方をされていると思い

ます。

○中野主査 ほかにありますか。その他でも。

○濵砂委員 その他なんですが、高速道路が今

無料化になって高鍋まで無料ですね、開通しま

したから。高鍋、西都あたりから、あるいは新

富、木城あたりからの救急患者というのはどう

ですか、状況的には。高鍋から宮崎まで時間的

に非常に早くなった。西インターから近くです

から、どうかなと思って。
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○豊田医監兼宮崎病院長 そのデータは、正直

申し上げて詳しいのはまだないんですが、特段

ふえたという感じはしていないです。改めてそ

の目で見させていただきます。

○濵砂委員 というのが、今、西都救急病院が

夜中の11時から先をやっていないんです。です

からふえているかなと思ったものですから。高

速道路の関係を含めて、高鍋からも25分ぐらい

で来るはずですから。ちょっとわからんかった

ものですから。結構です。

○中野主査 なければ私から２～３。公立病院

の感覚というのか、一般的には、一般私立病院

は理事長までおって高額納税者でもうかってい

るじゃないかと。一般薬価基準で、同じ条件で

あって。そこが一般的な感覚の違いだと思うん

です。私は、この病院については永遠のテーマ

かな、いかに黒字になるかというのでここ30年

ぐらい議論していて、何か効果があるのかなと

思うぐらいあるわけです。ですから、今後とし

ては、赤字部門だけれども、公立病院として安

心・安全のために設置せんといかんという部分、

ここは永遠に黒字にはなりませんよという部分

があってもいいと思うんです。しかし、こうい

う部分はしっかり黒字を出していますと。そう

いう考え方を持っていかんと、30年、40年ばか

りこんなことを議論しているわけ。だけど中に

はあると、そういう考えを一つせんといかんの

かな。先生たちも忙しいのに同じことを何十年

繰り返しているわけです。私はそういう気がし

ます。そこ辺もしっかり踏まえて。

それから、もう一つ、私の持論なんですけど、

病院というのは、そう言っちゃ悪いけど、患者

さんというのは先生との信頼関係、いろんなう

わさで行くわけです。各科ごとでもかなり診療

単価の差があるじゃないですか。科ごとに利益

が出るようなところはある程度、器械だって日

進月歩するじゃないですか、今、器械を買うの

も、病院はそれぞれ県に上げて予算つけて、次

年度しか買えんというような状況でしょう。そ

ういうのもどうかと思うんです。一般病院と比

較した場合ですよ。器械なんか買うときは簡単

に病院長の一存じゃ買えんわけです。さっきの

減価償却、建物だけの話が出ていますけど、私

は、医療器具と分けて減価償却も見らんといか

んのじゃないかと思うんです。今はやっぱり器

械ですもの、みんな。見ていると、診断は器械

でして後は技術でやると。建物でいうと、宮崎

病院だけ立派な建物を使っているかというとそ

うじゃないですね。だから減価償却も器械と建

物と一回分けて。

それと、もう一つ、例えば歯科口腔外科、県

病院の歯科も普通の一般開業医と同じような治

療をしているんですか。

○豊田医監兼宮崎病院長 一般開業医とも若干

違うんです。当院のことを申し上げますと、一

般開業医の方から御紹介がある方、それから悪

性疾患、顎の矯正手術等、もちろん麻酔医もス

ペシャリストがいますので患者さんが安心して

できるということと、当院でしかできないそう

いう高度な手術をやっております。

○中野主査 そうなってくると、歯科もないと

いかんということになるわけですね。だけど、

ひょっとしたら、トータルで見たら赤字部門か

もわからんということがありますから、そうい

うところもしっかり出していって、その中で幾

ら努力してもらうかという話だと思うんです。

それともう一つ、全国の公立病院なんか公営

企業だから、給料表というのは独自でつくって

いいわけです。だけど、恐らく行政に倣って何

等級ということで、極端な言い方をすると先生
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で年間１億稼ぐ人、稼ぐと言っちゃいかんです

ね、診療単価の上がる部門、上がらん部門―

特殊なところですね、こういうところも、今あ

る程度歩合給というか、何と言ったらいいかな、

ちょっと下品な言い方ですけど、そういうとこ

ろをやっている病院というのは全国的にはない

んですか。

○佐藤病院局次長 全国を見ますと、業績に応

じて手当的なものを出されている病院もあるよ

うでございますが、何を物差しに差をつけるの

かというところになると、かなり慎重な対応が

必要なのかなというところで、それは一方の見

方としてはあり得る話だとは思うんですけど、

そこに手をつけるのがなかなか難しいなという

のが正直な考えでございます。

○中野主査 いろいろ考えはあるでしょうけど、

ある程度部門によっては、何というのか、難し

い言い方ですけど、いい先生がおったらすぐ金

で民間病院に行かれるとか、そういうこともあ

りますから、今後、医師確保という分野からも

一律で同じ単価表じゃどうかなと。ここ辺は院

長先生たちが持論を持って今後検討してもらえ

ばいいんじゃないかと思いますけど、一応私の

意見を言わせてもらいました。

ほかにございませんか。

○濵砂委員 県病院がありますね、これは交付

税措置が当然あるわけでしょう。今、大体どの

くらいあるものですか。

○佐藤病院局次長 総務省は繰り出し基準とい

うのを決めていまして繰入金を出してもらって

いますが、交付税そのものの数字からいうと20

～30億ぐらいです。

○濵砂委員 人件費が57億と退給入れて年間

約60億円ぐらいですね。片や1,300人から1,700

人の雇用を持っている。病院事業に限らずそう

なんですが、これだけの人間が病院で働いて生

活しているわけです。そういう意味では非常に

地域の経済にも貢献していると。しかもこれが

あるために30億円国から税金を持ってきている

ということもありますので、ひとつ頑張ってく

ださい。

○中野主査 ほかよろしいですね。

それでは、以上をもって病院局を終了いたし

ます。執行部の皆様には大変御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時37分休憩

午後１時０分再開

○中野主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成21年度決算について部長の概

要説明を求めます。

○高橋福祉保健部長 福祉保健部でございます。

それでは、お手元の平成21年度決算特別委員

会資料の１ページをお開きください。平成21年

度の福祉保健部の主要施策の成果につきまして、

宮崎県総合計画「新みやざき創造計画」の施策

体系表に沿って概要を御説明いたします。

左側の基本目標でありますが、福祉保健部に

おきましては、１ページから２ページにかけま

しての「Ⅰ 未来の舞台で輝く人づくり」、及び

２ページから６ページにかけましての「Ⅱ く

らしの舞台づくり」のための各種の施策を体系

的に推進したところであります。

１ページに戻っていただきまして、初めに、

基本目標のⅠ、未来の舞台で輝く人づくりにつ

いて御説明いたします。

施策の基本方向の「１ 安心して子どもを生

み、育てられる社会づくり」についてでありま

す。

まず、子育て支援体制の充実についてであり
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ますが、母子保健対策として、安心してお産の

できる体制の充実強化などを図ったほか、新た

に、子育て応援のみやざきづくりとして、行政

と民間との協働により、「みんなで子育て応援運

動」を推進し、社会全体で子育てを応援する機

運の醸成を図ったところであります。

また、子供から青少年に至るまでのライフス

テージに沿って切れ目なく支援を行うことを目

指し、平成22年度から26年度までの新たな「次

世代育成支援宮崎県行動計画」を策定したとこ

ろであります。

さらに、新たに、安心こども基金を活用した

保育所の改築等や耐震診断を希望する幼稚園や

保育所への経費の助成により、安全な保育環境

の整備を行うとともに、乳幼児医療費助成にお

いては、入院・入院外ともに小学校入学前まで

の医療費の助成を行うことにより、子育て家庭

の負担軽減を図ったところであります。

次に、子どもの権利擁護・自立支援について

は、児童虐待対策として、児童相談所の相談体

制の充実や市町村に対する支援を実施したほか、

地域の関係機関とのネットワークによる虐待の

未然防止等に取り組んだところであります。

次に、青少年の健全育成については、「家庭の

日」などを中心とする普及啓発事業のほか、青

少年自然の家における各種の交流・体験活動を

通じた健全育成や、条例に基づく有害図書の指

定等、青少年を取り巻く環境の浄化活動等に取

り組んだところであります。

次に、施策の基本方向の「２ 未来を拓く子

どもが育つ社会づくり」についてであります。

命を大切にする教育の推進については、本県

の就学前教育の指針となる「宮崎の就学前教育

すくすくプラン」の推進を図るため、幼稚園、

保育所の中からモデル園を指定し、研究実践の

推進・普及に努めたところであります。

次に、安全で安心な魅力ある教育環境づくり

については、私立幼稚園における預かり保育の

推進などに取り組んだところであります。

２ページをお開きください。

次に、施策の基本方向の「３ 一人ひとりが

尊重され、生き生きと暮らせる社会づくり」に

ついてであります。

男女共同参画社会づくりの推進については、

女性保護として配偶者暴力相談支援センターや、

女性保護施設「きりしま寮」を中心に、関係機

関と連携しながら、ＤＶ被害者等の相談や保護、

支援に取り組んだところであります。

続いて、左側の基本目標の「Ⅱ くらしの舞

台づくり」についてであります。３ページをご

らんください。

施策の基本方向の「２ 快適で人にやさしい

生活空間づくり」の、人にやさしいまちづくり

については、人にやさしい福祉のまちづくりと

して、思いやりのある心づくりを推進する広報

啓発事業等に取り組んだほか、障がい者住宅の

改造等に助成し、バリアフリーの施設づくりを

推進したところであります。

次に、施策の基本方向の「３ 生き生きとし

た健康・福祉社会づくり」についてであります。

まず、健康づくりと疾病予防対策の推進につ

いてでありますが、健康増進対策として、予防

から終末期までの総合的ながん対策を推進する

とともに、メタボリックシンドロームに着目し

た生活習慣病対策に取り組んだほか、たばこ対

策として受動喫煙防止などに、また歯科保健対

策として8020運動などに取り組んだところであ

ります。さらに、難病相談支援センターや保健

所における各種相談対応などの疾病対策や、肝

炎総合対策としてウイルス性肝炎の診療体制の
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整備や医療費の助成に取り組むとともに、新た

に新型インフルエンザ対策として、医療体制の

整備やワクチン接種の促進に努めたところであ

ります。

４ページをお開きください。

医療提供体制の充実についてでありますが、

医師や看護師等の医療従事者の養成・確保や、

救急・災害時の医療体制の整備、医薬品の安全

確保・安定供給等に取り組んだところでありま

す。具体的には、医師確保対策としまして、従

来からの自治医科大学卒業医師の計画的な配置

や、医師修学資金の貸与等に加え、新たに産科

医等の確保支援や女性医師等に対する復職支援

等に取り組んだところであります。また、救急

医療体制の整備充実に向けて、第２次及び第３

次の救急医療体制整備のため、その運営費等の

支援や、新たに救急医療利用適正化推進事業と

して、ＰＲ強化事業や、小児救急医療電話相談

事業に取り組んだところであります。

次に、安心と活力に満ちた長寿社会づくりに

ついてであります。後期高齢者医療制度へ負担

金を交付することにより、その安定的な運営を

支援したほか、生きがい対策として、高齢者の

シニアパワーを活用していくための仕組みづく

りや健康づくり活動の支援に取り組んだところ

であります。また、介護保険対策として、介護

保険事業者への指導や市町村等に対する支援な

どに取り組むとともに、新たに介護職員処遇改

善等臨時特例基金及び介護基盤緊急整備等臨時

特例基金を造成し、その活用を図ることにより、

介護分野での人材確保や介護サービス基盤の整

備等に取り組んだところであります。

次に、障がい者の自立と社会参加の促進につ

いては、介護給付・訓練等給付費や地域生活支

援等の施策による障がいの特性に応じた身近な

地域での自立した生活の支援や、障がい者スポ

ーツ大会の開催等によるスポーツや文化活動な

ど社会参加の促進、並びに工賃向上計画支援な

どによる障がい者の就労促進に取り組んだほか、

新たに発達障がい者就労支援モデルとして、そ

の特性に適応した手法の検討を行ったところで

あります。

次に、地域で支え合う環境づくりについてで

ありますが、地域福祉推進のための担い手の育

成や住民相互の支え合いによる地域福祉活動へ

の支援、並びに福祉サービス利用支援推進のた

めの苦情相談の受け付け等、利用しやすい環境

の整備に努めたほか、福祉人材センターや社会

福祉研修センター等による福祉人材の養成・確

保や社会福祉従事者等の資質向上を図ったとこ

ろであります。また、生活保護制度の適正な実

施に努めたほか、「自殺ゼロ」プロジェクトとし

て推進体制の整備や各種啓発事業等に取り組む

とともに、ひとり親家庭に対する医療費の助成

等その自立支援に取り組んだところであります。

６ページをお開きください。

次に、施策の基本方向の「４ 安全で安心な

暮らしの確保」についてであります。

危機管理体制の強化については、災害救助と

して市町村と共同で設置した宮崎県・市町村災

害時安心基金の積み増しを行うとともに、台風

等で被災した２市の２世帯に対し、支援金の支

給を行ったところであります。

最後になりますが、食の安全・安心と生活衛

生の確保につきましては、食品関係施設の監視

指導や、牛のＢＳＥ全頭検査及び食肉・食鳥肉

の総合衛生管理体制の整備等に取り組むととも

に、生活衛生関係の営業者等の自主衛生管理体

制の整備充実等に努めたところであります。

施策体系表に基づく概要につきましては以上
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のとおりです。

次に、資料の８ページをお開きください。福

祉保健部の平成21年度決算状況について御説明

いたします。一般会計については、下から４段

目の小計の欄でありますが、予算額1,069億9,089

万円、支出済額1,037億7,054万8,386円、翌年度

明許繰越額14億8,431万8,000円、不用額17

億3,602万3,614円で、執行率は97.0％となって

おります。

また、特別会計につきましては、こども家庭

課所管の母子寡婦福祉資金特別会計であります

が、予算額６億3,278万2,000円、支出済額２

億8,430万7,327円、不用額３億4,847万4,673円

で、執行率は44.9％となっております。

次に、資料の39ページをお開きください。福

祉保健部に係る監査報告書指摘事項等について

御説明いたします。

監査報告書における指摘事項について39ペー

ジから41ページにかけて、また、注意事項につ

いて42ページから43ページにかけて、要望事項

について44ページに記載しております。このう

ち指摘事項については、41ページの一番下にあ

りますように、全体で４項目、対象機関は15機

関で、内容としては19件となっております。

以上、福祉保健部の平成21年度の決算につき

まして概要を御説明いたしましたが、詳細につ

きましては、この後、各課長から御説明いたし

ます。御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。

○中野主査 部長の説明が終了いたしました。

これから福祉保健課、国保・援護課、長寿介護

課、障害福祉課の審査を行いますので、それぞ

れ説明をお願いいたします。なお、説明は明瞭

簡単にお願いいたします。なお、委員の質疑は

４課の説明がすべて終了した後にお願いいたし

ます。

○城野福祉保健課長 福祉保健課の平成21年度

決算につきまして御説明いたします。

お手元に配付しております平成21年度決算特

別委員会資料の８ページをお開きください。福

祉保健課は一番上であります。予算額125億4,850

万9,000円に対して、支出済額は123億7,739

万9,678円、不用額は1,678万1,322円で、執行率

は98.6％であります。以下、内容の説明に入り

ますが、以下の資料で不用額と記載されており

ます執行残額につきましては、各課とも、目に

おける執行残額が100万円以上のもの及び執行率

が90％未満のものについて説明させていただき

ます。

９ページをごらんください。（目）社会福祉総

務費、不用額393万5,991円でございます。主な

ものとしまして委託料の188万7,784円でありま

すが、これは、介護福祉士等養成施設、各種団

体が行う福祉介護職への就労を目指す者への支

援等に対して助成する福祉・介護人材確保特別

対策事業や、市町村等社協が行う各地域におけ

る福祉課題に対して、地域住民が主体となって

取り組む事業に対して助成する共に支え助け合

うみやざきの地域福祉推進事業等の事業費が確

定したことなどによる執行残であります。

次に、（目）社会福祉施設費375万9,581円でご

ざいます。主なものとして、10ページ、需用費

の341万7,653円は、突発的な修繕に備えた施設

の維持補修費や、国の地域活性化・経済危機対

策臨時交付金を活用した施設の改修及び設備の

設置費用の入札等に伴う執行残等であります。

次に、12ページをお開きください。（目）衛生

研究所費、不用額195万5,582円、執行率32.4％

でございます。主なものとしまして、需用費の77

万5,115円、委託料の86万3,180円は、経費節約



- 23 -

による執行残であります。執行率の理由としま

しては、２月補正で計上しました新規事業、衛

生環境研究所機能強化整備事業の事業費１

億3,544万7,000円が、国の補正予算との関係に

より工期が不足したため、全額繰り越しを行っ

たためであります。

次に、（目）保健所費、不用額493万2,732円で

ございます。主なものとしまして、13ページの

中ほどの委託料347万7,634円であります。これ

は県内に８カ所ございます保健所の庁舎管理等

に要する経費が入札等により執行残となったも

のでございます。

次に、14ページをお開きください。（目）医務

費でございますが、不用額は187万6,972円、執

行率は88.3％でございます。主なものとしまし

ては旅費の67万5,390円で、これは医師や保健師

等の研修費の執行残でございます。また、備品

購入費の10万円は、部の緊急突発的な備品の購

入予算でありますが、結果としてこの予算は使

用されませんでしたので、全額不用額となった

ものでございます。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。主要施策の成果に関する報告書の青いイ

ンデックスで福祉保健課のところ、61ページを

ごらんください。２の５）地域で支え合う環境

づくりについてであります。

事業名、地域福祉活動推進事業でありますが、

共に支え助け合うみやざきの地域福祉推進事業

や、地域福祉等推進特別支援事業により、地域

福祉を支える担い手の育成や市町村等が行う見

守りや声かけ活動など、住民相互の支え合いに

よる地域福祉活動に対して支援を行ったところ

であります。

次に、社会福祉事業団自立化事業であります

が、宮崎県社会福祉事業団に対して、平成17年

度から21年度までの５年間で集中的な経営改革

を実施させ、平成22年度からの経営自立化に向

けて交付金による支援を行った結果、おおむね

自立化のめどが立ったと考えております。なお、

交付金８億円の内訳は、運営費に約１億8,853万

円、退職金引き当てに約9,692万円、積立金を含

めた施設修繕費等に５億1,455万円となってお

り、一部を今後の老朽化した施設の修繕改修等

の積立金とし、その執行については計画の事前

協議や実績の報告を行わせるなど、引き続き県

が適正な執行管理を行っております。

62ページをお開きください。次の福祉サービ

ス利用支援推進事業でありますが、日常生活自

立支援事業により、認知症など判断能力が十分

でない方に福祉サービスの利用手続の援助や金

銭管理サービスを行い、地域において自立した

生活を送れるよう支援を行うとともに、福祉サ

ービス運営適正化推進事業により、福祉サービ

スに関する利用者の苦情解決等に努めたところ

であります。

次に、福祉人材センター事業でありますが、

無料職業紹介事業等により、福祉施設の人材確

保等に努めてきたところであります。平成21年

度は、求職登録者1,043人、求人・求職相談件

数1,097人の実績となっております。

新規事業、福祉・介護人材確保特別対策事業

は、福祉・介護職への就労を目指す者に対し、

それぞれの状況に応じた適切な就労支援を行う

ための養成施設等への助成事業であります。な

お、この事業は、国の平成21年度経済対策補正

予算等により積み増しした障害者自立支援対策

臨時特例基金を財源としたものであります。

次に、63ページをごらんください。新規事業、

福祉保健行政施設等整備事業は、老朽化した福

祉保健施設等の改修工事や、ＡＥＤ機器等の設
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備の整備を行うことで、利用者や入居者の安全

確保や生活環境の向上を図ったところでありま

す。その中で、福祉総合センターの空調改修工

事につきましては、工法等の検討に日時を要し

たため、工事を平成22年度へ繰り越しさせてい

ただいたところでございます。なお、この事業

は、国の地域活性化・経済危機対策臨時交付金

を財源としたものであります。

施策の成果等であります。①にありますよう

に、人材育成や地域福祉の取り組みなど基盤整

備が着実に進んできている状況ではございます

が、今後は、地域福祉計画が未策定の12の市町

村に対して計画の策定への理解を促し、必要な

支援を行うなど、さらなる地域福祉の推進を図っ

ていく必要があると考えております。

次に、②にありますように、福祉サービスの

利用援助や利用者からの苦情・相談の解決など、

福祉サービスを利用しやすい環境の整備に努め

たところでありますが、今後は、福祉サービス

の質の向上と利用者の適切なサービス選択に資

するため、第三者評価機関による評価の受審促

進に努めてまいります。

また、③にありますように、福祉人材の就労

あっせんや相談等を行い、人材の確保を図ると

ともに、多様化する福祉ニーズに対応した研修

を実施することにより、社会福祉従事者等の資

質の向上を図ったところでございます。また、

福祉・介護職への就労を目指す者に対し、それ

ぞれの状況に応じた適切な就労支援を行ったと

ころでございます。

さらに、④にありますように、福祉こどもセ

ンターを初めとした福祉保健行政施設のサービ

ス向上を図るため、必要な改修工事やＡＥＤ等

の設備の充実を行ったところであります。

次に、65ページをごらんください。３の１）

危機管理体制の強化でございます。事業名、災

害救助事業でありますが、施策の成果等にあり

ますように、市町村と共同で設置した宮崎県・

市町村災害時安心基金の積み増しを行い、平成21

年度は、台風等で被災した２市の２世帯に対

し、20万円の支援金の支給を行ったところであ

ります。

主要施策の成果に関する報告書については以

上であります。

次に、宮崎県歳入歳出決算審査意見書につき

ましては、委員会資料の39ページ以降の監査報

告（指摘事項）と内容が重複しますので、監査

報告書のほうであわせて説明いたします。

決算特別委員会資料の39ページをお開きくだ

さい。支出事務についての福祉保健課の分であ

りますが、まず、市町村地域福祉計画推進事業

費補助金について、経費の変更に伴い、必要と

なる変更交付決定手続が行われていなかった件

につきましては、今後、補助金等の交付に関す

る規則に基づき、適正な事務処理に努めること

としたところであります。また、福祉・介護人

材確保特別対策事業費補助金について、交付決

定がおくれていた件につきましては、今後、事

業実施主体との調整を速やかに行い、遅延する

ことがないよう徹底をすることとしたところで

あります。

福祉保健課は以上であります。

○江口国保・援護課長 国保・援護課の平成21

年度の決算状況について御説明いたします。

お手元の平成21年度決算特別委員会資料の８

ページをお開きください。国保・援護課は上か

ら３番目であります。予算額279億8,091万8,000

円に対しまして、支出済額は278億6,917万2,443

円、不用額は１億1,174万5,557円となっており、

執行率は99.6％であります。
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それでは、18ページをお開きください。決算

事項別明細説明資料であります。当課の予算に

つきましては、執行率が90％未満のものはござ

いませんので、執行残が100万円以上の目につい

て御説明いたします。

（目）社会福祉総務費でありますが、不用額

の欄にありますように、194万7,729円が不用額

となっております。この主なものは、行旅病人

及び行旅死亡人取扱費の負担金補助及び交付金

などの執行残であります。なお、支出済額がゼ

ロ円となっております報酬等は、住宅手当緊急

特別措置事業に伴う住宅確保就労支援に係る経

費でありますが、住宅手当の支給対象者が２名

であったため、不用となったものであります。

次に、19ページをごらんください。（目）遺家

族等援護費でありますが、不用額の欄にありま

すように、146万4,327円が不用額となっており

ます。この主なものは、旅費や役務費など事務

費の節約に伴う執行残であります。

次に、（目）国民健康保険指導費でありますが、

不用額の欄にありますように、175万6,774円が

不用額となっております。この主なものは、旅

費、需用費など事務費の節約に伴う執行残であ

ります。

次に、20ページをお開きください。（目）生活

保護総務費でありますが、不用額の欄にありま

すように、670万7,953円が不用額となっており

ます。この主なものは、旅費、需用費、役務費

などの執行残であります。旅費等につきまして

は、生活保護業務に係るものでありますが、そ

れぞれ県内５つの郡部福祉事務所が実施します

被保護世帯の訪問調査等に要する旅費や、生活

保護申請時に行う資産調査等に要する郵便料等

でございます。現下の厳しい雇用・経済情勢の

中、生活保護の申請に対しまして調査等に支障

を来さないよう必要な額を見込んでおりました

が、見込みほど生活保護の申請がなく、不用額

が発生したものであります。

次に、21ページをごらんください。（目）扶助

費でありますが、不用額の欄にありますよう

に、9,976万4,315円が不用額となっております。

扶助費には、被保護世帯に対する生活扶助、教

育扶助、住宅扶助、医療扶助などの８つの扶助

費がございます。この扶助費につきましても、

被保護世帯の増加に対応できるよう必要な額を

見込んだ結果、不用額が生じたものであります。

次に、平成21年度の主要施策の成果について

主なものを御説明いたします。お手元の平成21

年度主要施策の成果に関する報告書、青のイン

デックスで国保・援護課のところ、72ページを

お開きください。

まず、２）医療提供体制の充実であります。

主な事業の国民健康保険助成につきましては、

市町村国保間の財政力の不均衡等を調整するた

めの都道府県財政調整交付金を初め、低所得者

に対する保険税の軽減措置に伴う国保財政の基

盤を安定させるための事業や、高額医療費の発

生に伴う財政リスクを緩和するための共同事業

への助成を行うとともに、財源の不足が見込ま

れる市町村への無利子貸し付けを行い、市町村

の国保財政の安定化を図ったところであります。

施策の成果等としましては、市町村保険者に

対しまして、国保事業に必要な助言・指導並び

に財政支援等を行うことで、全市町村ともおお

むね良好な事業運営が図られたものと考えてお

ります。

次に、73ページをごらんください。３）安心

と活力に満ちた長寿社会づくりであります。

主な事業の、まず、老人医療費支給につきま

しては、平成19年度末に廃止となっております
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旧老人保健法に基づく老人医療費の精算分に係

る公費負担のうち、県費負担金を市町村に交付

したものであります。

次の、後期高齢者医療費負担金につきまして

は、後期高齢者医療広域連合が実施する後期高

齢者医療制度への県費負担金等を交付すること

により、制度の安定的な運営を図ったところで

あります。

施策の成果等としましては、これらの県費負

担金等が制度の安定的運営に寄与したものと考

えております。後期高齢者医療制度は、国にお

いて見直しについての検討が行われているとこ

ろでありますが、当面は現制度の運営が安定的

に行われるよう、広域連合及び市町村に対して

適切な支援や助言を行っていくこととしており

ます。

次に、74ページをお開きください。５）地域

で支え合う環境づくりであります。

主な事業の、まず、生活保護扶助につきまし

ては、生活に困窮する県民に対して必要な保護

を行い、生活保護制度の適正な実施を図ってき

たところであります。

次に、福祉事務所活動につきましては、被保

護世帯の自立支援のための世帯訪問調査を初め、

保護の適正実施のための収入など関係機関調査

や、生活保護電算システム運営等に要する経費

で、生活保護事業の適正、円滑な運営を図った

ところであります。

次に、遺家族援護につきましては、全国戦没

者追悼式等への遺族の参列支援や、平和祈念資

料展示室での遺品等の保存・展示を行ってきて

おりますが、昨年度はこれらの遺品等を選定し

て、県庁本館のほか、学校２校、戦没者追悼式

５会場でミニ展示を行ったところであります。

75ページをごらんください。施策の成果等と

しましては、生活保護につきましては、保護受

給者の自立支援に向けた訪問活動や、適正な保

護費の支給に向けた各種調査等の徹底など、適

正実施に努めたところであります。また、福祉

事務所とハローワークとの連携支援による就労

開始生活保護世帯数につきましては、前年度を

上回りましたが、保護廃止世帯における自立割

合は前年度並みとなっており、昨今の雇用情勢

に伴い、就労等の収入増による自立は依然とし

て厳しい状況にあります。今後とも、ハローワ

ーク等の関係機関との連携を図り、保護受給世

帯の自立支援に努めてまいります。また、遺家

族援護事業では、戦没者遺族等に対する支援と

ともに、県民に広く戦争の悲惨さや平和のとう

とさについて考えていただく機会の提供を図っ

たところであります。

次に、監査委員の宮崎県歳入歳出決算審査意

見書につきましては、委員会資料の39ページ以

降の監査報告（指摘事項）の内容が重複します

ので、委員会資料のほうであわせて説明いたし

ます。

決算特別委員会資料の39ページをお開きくだ

さい。一番下の契約事務のところでございます

が、国保・援護課の監査結果としまして、生活

保護電算システムの運用支援及びソフト保守管

理に関する業務委託について、契約書の作成が

大幅におくれていたので、遅延することがない

よう留意を要するというものであります。この

件につきましては、関係部署との協議が長引い

たために契約事務が遅延したものでありますが、

御指摘にありますように、以後、遅延すること

がないよう関係部署との協議を速やかに行うと

ともに、契約事務の進行管理の徹底に努めてま

いります。

国保・援護課の説明は以上でございます。
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○大野長寿介護課長 長寿介護課でございます。

長寿介護課の平成21年度決算状況につきまして

説明いたします。

お手元の平成21年度決算特別委員会資料の８

ページをお開きください。長寿介護課、予算額216

億5,771万7,000円に対しまして、支出済額208

億8,493万7,643円、翌年度繰越額５億7,900万円、

不用額１億9,377万9,357円で、執行率96.4％と

なっております。

次に、同じ資料の22ページをお開きください。

目の執行残が100万円以上のもの及び執行率90％

未満のものについて説明いたします。

まず、目でいいますと老人福祉費でございま

す。老人福祉費の不用額１億9,368万7,783円で

すが、その主なものとしては、負担金補助及び

交付金の不用額１億8,054万5,842円であります。

この主なものは、高齢者入所施設へのスプリン

クラーの早期整備を促進し、入所者の安全確保

を図ることを目的としました高齢者入所施設ス

プリンクラー整備補助事業において、実績額が

当初の見込み額を下回ったためであり、また、

介護職員の処遇改善を図るため、賃金改善を行

う事業者に対する助成等を行うことを目的とし

た介護職員処遇改善交付金事業において、交付

額が見込み額を下回ったためであります。また、

認知症高齢者グループホーム等の整備や既存施

設のスプリンクラー整備を行うことを目的とし

た介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業につき

ましては、事業主体であります市町村及び事業

者において、事業実施年度が翌年度に変更になっ

たためであります。

次に、貸付金の不用額1,000万円であります。

これは介護保険給付費の不足が見込まれる市町

村からの申請に基づき、介護保険財政安定化基

金から貸し付けを行うものですが、市町村の不

足額が見込みほどには発生しなかったため、支

出する必要がなかったというものであります。

次に、翌年度への繰越額であります。負担金

補助及び交付金でございます。翌年度繰越額明

許で５億7,900万円であります。これは老人福祉

施設整備等事業及び介護基盤緊急整備等臨時特

例基金事業で、いずれも施設整備等に対する補

助事業でありますが、老人福祉施設整備等事業

につきましては、21年度の補助対象施設におい

て用地取得等に日時を要したため、事業主体に

おいて事業が繰り越しとなったことによるもの

であります。なお、当施設整備については、現

在、60％程度の進捗状況ということを確認して

おります。また、昨年度の９月補正予算で創設

しました介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業

につきましては、補助対象施設において当初の

見込みより施設整備に日時を要したため、事業

主体において事業が繰り越しとなったことによ

るものであります。

決算事項別明細説明資料につきましては以上

です。

次に、平成21年度の主要施策の成果について

主なものを御説明いたします。

お手元の平成21年度主要施策の成果に関する

報告書、長寿介護課のインデックスがついてお

ります、ページでいいますと76ページになりま

す。76ページをお開きいただきたいと存じます。

まず、２、生き生きとした健康・福祉社会づ

くりの３）安心と活力に満ちた長寿社会づくり

についてであります。

主な事業の生きがい対策事業でありますが、

高齢者の生きがいづくりや健康づくり活動を支

援するために、老人クラブに対する助成や県社

会福祉協議会に対する補助等を行いました。

次に、77ページをごらんください。在宅老人
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要援護対策事業につきましては、在宅で高齢者

を介護している家族を支援するため、介護に関

する各種講習会等の実施や、地域包括支援セン

ターの職員研修等を実施しました。また、「いき

いきはつらつ介護予防」プログラムにつきまし

ては、市町村が主催する介護予防教室などで延

べ１万7,675人が取り組まれたところでありま

す。

認知症高齢者対策事業につきましては、認知

症高齢者に対する介護サービスの充実等を図る

ため、認知症介護の実践者や管理者等に対する

研修を実施しました。また、認知症地域医療支

援事業につきましては、医療と介護が一体となっ

た認知症の人への支援体制を構築するため、か

かりつけ医に対する研修を実施しました。

超高齢社会対策事業につきましては、高齢者

の知恵や経験などを活用するため、高齢者の社

会参加についての広報啓発を行いますとともに、

高齢者を敬愛し、その長寿を祝うため、100歳を

超える長寿者を訪問しました。また、シニアパ

ワー新みやざき創造推進事業では、高齢者の新

たな社会参加の仕組みづくり及び場づくりに取

り組むＮＰＯ等に対しまして、社会参加モデル

事業を委託することで、高齢者の社会参加活動

の活性化を図りました。

次に、78ページをお願いします。まず、介護

保険対策事業につきましては、介護支援専門員

に対する各種の研修を実施するとともに、市町

村に対する財政支援等により、介護保険事業の

適正な運営に努めました。

次に、老人福祉施設整備等事業につきまして

は、軽費老人ホームの事務費の一部を補助する

ことで、入所している高齢者の負担軽減を図り

ましたほか、老朽化した特別養護老人ホーム２

施設の改築事業、及び高齢者入所施設９施設の

スプリンクラー整備事業に対する補助を行いま

した。

また、介護職員処遇改善等臨時特例基金事業

では、国の交付金により基金を造成するととも

に、基金を活用し、介護職員の賃金改善を行う

事業者に対し交付金を交付しました。

また、介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業

では、国の交付金により基金を造成するととも

に、基金を活用し、認知症高齢者グループホー

ム等の整備事業や有料老人ホーム等のスプリン

クラー整備事業への補助を行いました。

次に、79ページをお願いします。施策の進捗

状況でありますが、シニアパワー顕彰団体数は、

目標３団体に対しまして、綾町の友愛訪問・子

ども見守り活動と延岡市の資源回収、美化・清

掃活動及び都城市の花のあるまちづくり活動の

３団体を対象としました。３団体ともに高齢者

の社会参加の取り組みとして模範となるもので

あり、シニアパワーを活用した高齢者の社会参

加の機運づくりとしておおむね成果を上げてい

ると考えます。

次に、その下の施策の成果等でございます。

①のねんりんピックの開催、老人クラブの支援

等や、⑤のＮＰＯ等との協働によるシニアパワ

ーを活用した事業を委託により実施するととも

に、⑥のシニアパワー宮崎づくり月間における

広報・啓発や、シニアパワー顕彰等を実施する

ことで、高齢者の社会参加の取り組みについて

おおむね一定の成果を上げることができたと考

えております。今後とも、これらの取り組みを

通じて、高齢者の新たな社会参加の仕組みづく

り、場づくりの促進に努めたいと考えておりま

す。

次に、②の介護予防事業に取り組む市町村等

を支援する「いきいきはつらつ介護予防」プロ
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グラムの普及・定着や、③の総合相談窓口機能

や介護予防マネジメントを実施する地域包括支

援センターの機能強化を支援するとともに、⑦

の高齢者保健福祉計画に基づく施設整備など、

高齢者福祉拠点の充実を図ったところでありま

す。また、④のケアマネジャーや認知症介護に

係る研修による人材育成、認知症高齢者やその

家族を支える体制の整備など、介護保険サービ

スの質の向上を図るための取り組みも順調に推

移しております。今後とも、市町村等と連携し

ながら、高齢者保健福祉計画に基づく施設整備

及び介護保険制度の円滑な運営を図っていきた

いと考えております。

主要施策の成果の主なものは以上であります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関して

でございますが、当課におきましては、特に報

告すべき事項はございませんでした。

長寿介護課については以上でございます。

○高藤障害福祉課長 障害福祉課分につきまし

て御説明をいたします。

平成21年度決算特別委員会資料の８ページを

お願いいたします。中ほどにあります障害福祉

課の欄をごらんください。予算額134億6,555

万4,000円に対しまして、支出済額130億8,760

万7,279円、繰越額１億6,180万5,000円、不用額

２億1,614万1,721円となっておりまして、執行

率は97.2％であります。

23ページをお願いいたします。執行残が100万

円以上の目及び執行率が90％未満の目について

御説明をいたします。

まず、（目）社会福祉総務費であります。不用

額は352万2,155円となっております。主なもの

といたしましては、給料262万5,000円の執行残

であります。これは職員の休職などに伴うもの

でございます。

次に、（目）障害者福祉費であります。不用額

は547万1,221円となっております。主なものと

いたしましては、負担金補助及び交付金が、障

がい者の住宅改造に係る助成事業などで183

万3,214円、扶助費が特別障がい者手当等給付費

で166万8,060円、それぞれ実績が見込みを下回っ

たことによるものであります。

次に、（目）社会福祉施設費であります。不用

額は299万6,806円となっております。主なもの

といたしましては、次の24ページ、需用費101

万5,486円と工事請負費101万8,345円であり、い

ずれも身体障害者相談センター移転経費の入札

による執行残であります。

次に、（目）精神保健福祉費であります。不用

額は1,485万1,497円となっております。主なも

のといたしましては、まず、委託料395万3,165

円でありますが、これは精神科救急医療システ

ム整備事業において、病院の輪番制による当番

実績が見込みを下回ったことなどによるもので

あります。次に、扶助費294万7,989円でありま

すが、これは措置入院に係る経費が含まれてお

り、制度運用上、一定の予算を確保しておく必

要があり、実績が見込みを下回ったものであり

ます。

25ページをお願いします。（目）障害者自立支

援費でありますが、この目には、介護給付・訓

練等給付費や自立支援医療費など多額を要する

経費が含まれておりまして、不用額は１億1,635

万3,304円と大きくなっております。主なものと

いたしましては、負担金補助及び交付金7,279

万4,269円と扶助費3,023万4,913円であります

が、これらには自立支援医療費が含まれており

まして、制度運用上、一定の予算を確保してお

く必要があり、実績が見込みを下回ったことに

よるものであります。また、委託料549万8,028
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円でありますが、これは障害者就業・生活支援

センターの執行残であります。

次に、（目）児童措置費であります。不用額

は6,870万8,391円となっております。主なもの

としましては、まず、次のページの負担金補助

及び交付金の4,584万7,753円でありますが、こ

れは重度障がい者等に対する医療費の助成事業

において、一定の予算を確保しておくという面

から、特に21年度は新型インフルエンザへの対

応を考慮した結果、実績が見込みを下回りまし

て不用額を生じたものであります。次に、扶助

費1,956万4,794円でありますが、これは障がい

児施設に対する給付費等において実績が見込み

を下回ったものであります。

次に、（目）児童福祉施設費であります。不用

額は423万8,347円、執行率は54.9％となってお

ります。主なものといたしましては、委託料115

万709円でありますが、これはこども療育センタ

ーの管理運営に係る委託業務の入札による執行

残であります。なお、この目には、翌年度繰越

額※１億6,018万5,000円を計上しているため、執

行率が低くなっておりますが、この繰り越しは、

こども療育センターの改修工事において工法の

検討等に日時を要したことによるものでありま

す。

決算事項別明細説明資料につきましては以上

でございます。

続きまして、平成21年度の主要施策の成果に

つきまして主なものを御説明いたします。

お手元の平成21年度主要施策の成果に関する

報告書、障害福祉課のところ、ページで申しま

すと80ページをお願いいたします。

初めに、１）人にやさしいまちづくりについ

てであります。人にやさしいまちづくりに係る

主な事業としましては、中ほどの表のとおり、

広報啓発事業等の人にやさしい福祉のまちづく

り事業と、市町村への補助事業の障がい者住宅

改造等助成事業がございます。施策の成果等と

しましては、人にやさしい福祉のまちづくりの

ポスター募集やバリアフリー情報のホームペー

ジなど、各種広報啓発事業に取り組んだほか、

適合証の交付を15件、障がい者住宅改造等の助

成を19市町村の73件実施するなど、バリアフリ

ーの施設づくりを推進いたしました。今後、ユ

ニバーサルデザインの考え方を踏まえながら、

人にやさしい福祉のまちづくりを一層推進して

まいりたいと考えております。

81ページをごらんください。４）障がい者の

自立と社会参加の促進についてであります。施

策推進のための主な事業及び実績の主なものを

御説明いたします。中ほどの表をごらんくださ

い。

まず、１番目の介護給付・訓練等給付費であ

りますが、これは障害者自立支援法に基づく各

種指定サービスに係る県の公費負担分でありま

して、21年度末の状況としましては、生活介護

や就労支援などいわゆる新体系サービスの事業

所数が625カ所、利用者数が6,375人、また、療

護施設や授産施設などいわゆる旧体系サービス

の事業所数が44カ所、利用者数が2,122人となっ

ております。

次に、２番目の自立支援医療費でありますが、

これは、身体障がい者の更生のための医療や精

神障がい者の通院医療について助成を行う事業

であり、給付決定件数といたしましては、更生

医療が7,466件、精神通院医療が１万3,214件で

あります。

次に、一番下の障害者自立支援対策臨時特例

基金でありますが、事業者に対する運営の安定

※32ページ左段に訂正発言あり
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化を図る措置により、報酬算定の日額化に係る

激変緩和措置等に取り組んだところであります。

また、新法への移行等のための円滑な実施を図

る措置により、施設改修等への助成を行ったほ

か、福祉・介護人材の処遇改善にも取り組んだ

ところであります。

82ページをお願いいたします。重度障がい者

（児）医療費公費負担事業でありますが、これ

は重度の障がい者や障がい児の医療費の一部を

助成する事業でありまして、21年度末の受給者

数は２万6,713人となっております。

次に、発達障害者支援センター運営事業であ

りますが、出張相談所を日南・串間と西都・児

湯に開設したほか、発達障がい児社会適応訓練

事業により、発達障がい児の社会適応能力の向

上等を図るための訓練事業を創設したところで

あります。

83ページをごらんください。障害者就業・生

活支援センター事業でありますが、これは身近

な地域で相談・就労支援を受けられる体制を整

備することにより、障がい者の一般就労を促進

する事業であり、21年度は都城市と日向市に障

害者就業・生活支援センターを新設し、５つの

センターで１万5,719件の相談に対する指導・助

言を行ったところであります。

また、発達障がい者就労支援モデル事業につ

きましては、向陽の里に委託しまして、発達障

がい者の特性に適応した就労支援の手法を検討

したところであります。

次に、施策の成果等について御説明いたしま

す。①のとおり、障害者自立支援法に基づく指

定障害福祉サービスや、自立支援医療費に対す

る助成等の実施により、障がい者の自立した生

活を支援したところであり、今後、制度等の見

直しに的確に対応しながら、障がい者の特性に

応じたサービスの充実を図ってまいりたいと考

えております。

また、②のとおり、発達障がいに係る出張相

談所を新たに開設したほか、社会適応訓練や就

労支援策の検討など、新たな事業に着手したと

ころでありまして、今後、関係機関との連携を

高めながら、地域における障がい児の療育支援

体制の強化を図ってまいりたいと考えておりま

す。

また、③のとおり、障害者就業・生活支援セ

ンター等における障がい者の支援や、工賃向上

支援チームによる障害福祉サービス事業所への

支援など、障がい者の一般就労の促進や工賃向

上に取り組んだところでありまして、今後、「障

がい者雇用促進のための取組指針」等に基づき、

引き続き、官民が一体となった就労支援の強化

を図ってまいりたいと考えております。

84ページをごらんください。５）地域で支え

合う環境づくりについてであります。

中ほどの表に記載しておりますとおり、「自殺

ゼロ」プロジェクト推進事業に取り組んだとこ

ろであります。施策の成果等としましては、知

事を本部長とする宮崎県自殺対策推進本部と、

保健・福祉・医療・教育・労働等の団体等から

構成される宮崎県自殺対策推進協議会とが連携

しまして、自殺対策に取り組んでいるところで

あります。地域での自殺対策を進めるため、保

健所圏域でも自殺対策協議会などを設置したほ

か、自殺対策フォーラム等の開催やテレビＣＭ

の放映等の普及啓発事業の実施により、県民の

自殺に対する理解の向上を図ったところであり

ます。今後、自殺対策に県民総力戦で取り組む

ことによりまして、県民の意識を醸成し、自殺

の減少を目指してまいりたいと考えております。

主要施策の成果の主なものは以上でございま
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す。

次に、監査委員の宮崎県歳入歳出決算審査意

見書につきましては、委員会資料の39ページ以

降の監査報告（指摘事項）と内容が重複します

ので、委員会資料のほうで説明をさせていただ

きます。

決算特別委員会資料の40ページをお開きくだ

さい。収入事務についてのこども療育センター

の分でございます。インフルエンザ予防接種料

の指定金融機関への払込手続がおくれていたも

のであります。この件につきましては、諸規定

についての周知徹底を図り、適正な事務手続を

行うこととしたところであります。

障害福祉課は以上であります。

○中野主査 説明が終了いたしました。委員の

皆様から質疑はございませんか。

○高藤障害福祉課長 済みません、先ほど、私、

数字の読み間違いをしたみたいで、児童福祉施

設費の翌年度繰越額を１億6,180万5,000円と言

うべきところを、１億6,018万5,000円と言って

しまったようでございます。訂正させていただ

きます。

○中野主査 暫時休憩いたします。

午後２時３分休憩

午後２時９分再開

○中野主査 分科会を再開いたします。委員の

質疑をお願いいたします。

○外山委員 この決算年度で行旅死亡人という

ものは何人ですか。

○江口国保・援護課長 21年度では１名、都城

のほうでということでございます。それともう

１名、行旅病人が延岡のほうで発生しておりま

す。

○外山委員 戸籍削除申請は、だれがどういう

ふうにするんでしょうか。

○江口国保・援護課長 基本的には、いろんな

事務関係は市町村のほうでやっていただいて、

例えば火葬代も含めまして経費を（「火葬はいい」

と呼ぶ者あり）、そういうのは全部市町村のほう

にお願いしているということです。

○外山委員 １名は、削除されたんでしょうか。

○江口国保・援護課長 そこまでは確認をして

おりませんが、ただ、その方の戸籍がどこにあ

るかというのが不明な場合もありますので、そ

こまで確認をいたしておりません。

○外山委員 行旅の場合には多くがわからんで

しょう。

○江口国保・援護課長 いわゆる行き倒れとい

いますか、よそから来られた方がそのまま亡く

なられているという一つの事実に基づいて、そ

の後の処理といいますか、処置をさせていただ

いているという事業でありますので、身元が例

えば免許証とかほかのいろんなもので判明した

分については、当然、遺族の方に御相談をして

引き取ってもらうなり、経費のほうもお願いす

るということになってまいります。

○外山委員 私が申し上げたいのはそういうこ

とではなくて、戸籍削除は申請主義でしょう。

だから、ああいうような何万人という方々が出

てくるわけでしょう。ちなみに削除件数は何件

かわかりますか。過去。

○江口国保・援護課長 削除の件数については

把握しておりません。

○外山委員 次は民生委員ですが、会計年度で

民生委員の民生委員法に基づく人数は何人で、

実績は何人ですか。また、九州各県で民生委員

手当はどのようになっていますか。

○城野福祉保健課長 民生委員につきまして

は、22年４月１日現在で定数が1,859……（「会
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計年度、決算年度」と呼ぶ者あり）少々お待ち

ください。定数は19年の12月１日に改正があっ

ておりますので、やはり同じく1,859名で、委嘱

数は1,821名で、38名の欠員となっております。

それと報酬なんですが、九州各県は特に調べ

ておりません。本県の場合は、県のほうで５

万8,200円を活動費として出しております。報酬

としてじゃなくて……（「いや、知っています」

と呼ぶ者あり）ということで出しております。

○中野主査 それはどこに出すわけ。

○城野福祉保健課長 実は地区の民事協を通し

て、御本人に活動費としてお一人方５万8,200円

という形で出ております。

○中野主査 年間ですか。

○城野福祉保健課長 年間です。市町村でそれ

に対して追加して、合わせて12万程度支給して

いる市町村が多く見られます。

○外山委員 九州各県は調査をされたことはな

い。

○城野福祉保健課長 知る限り、見ておりませ

ん。これは交付税になっているものですから、

交付税単価で活動費を出してやっております。

○外山委員 随分のんびりしとんなあ、正直。

これはもう20年、30年前から、民生委員の活動

費について各県ばらばらやと。ちょっと下にお

りて電話で調べたらすぐわかる。ちなみに平均

年齢。

○城野福祉保健課長 平均年齢は県平均で65.7

歳となっております。

○外山委員 ゆゆしき問題やと思う。今回の戸

籍の問題はですね。自殺も増加してきた。ちな

みに同月比で何人ふえていますか。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 今、警察

統計で８月分まで出ておりますけれども、昨年

と比べますと累計で５名ふえております。

○外山委員 一番ふえているのが65歳以上。戸

籍と住民票を突き合わせてみると全然違う。西

都の銀鏡地区、たくさんの人が違っていると。

戸籍ではいるはずだが、住民票と突合させてみ

ると合っていないと。そういうところを民生委

員がしっかりと把握をして、例えば、死亡何日

目、こういったものをなくしていこうと、こう

いったことをしなければ、あんな悲惨なことは

今からもますます続きますよ。ちなみに宮崎県

の場合、何人ぐらいが違っていますか。この前

新聞発表していたでしょう。

○城野福祉保健課長 手元に資料がありません

ので、把握しておりません。

○外山委員 後でします。

○中野主査 ほか、ありませんか。

○図師委員 １点だけお伺いしたいんですが、

新規事業の介護職員処遇改善等臨時特例基金の

運用状況なんですが、総括質疑でも取り上げら

れておりましたけれども、私はもっと利用され

る事業者が多いのかなと思いましたら、７割程

度にとどまっているということで、理由として

は、ほかの職員との格差が出てはいけないとか、

私が聞く範囲では、余りに申請書類が煩雑だと

か、申請後の取り扱いと申しますか、監査の対

象になるのはもちろんなんですけれども、そう

いうもろもろの手間を考えるとなかなか手が挙

げづらいとか、そういう話も聞こえてはくるん

ですが、これは当初、担当課として見込まれて

おった数字からするとどんな感じなんですか。

○大野長寿介護課長 確かにこの事業は、今後

職員を確保するあるいは質を確保するという意

味で有効な事業でございますので、できれば全

部のところが出していただきたいということで

予算を確保しているわけでございますが、おっ

しゃるとおりの状況でございまして、いろんな
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職種の方がいらっしゃる、介護職員だけ上げる

わけにはいかんとか、あるいは、これが23年度

までの事業でございますので、その後上げた分

はどうしてくれるというのがはっきりしないと

いう部分がございまして、経営者の方が二の足

を踏まれたというような状況でございます。以

上です。

○図師委員 職員さんのほうから聞こえてくる

声として、経営者ではなくて、事業主ではなく

て、上がっていないと、説明では手取りにして

１万5,000円ぐらい上がる計算でこの基金を運用

されていると思うんですが、実際は手取りがそ

こまで上がっていないという声も聞くんです。

これは事業主の判断で経費が差っ引かれている

のかもしれませんけど、そういう実態は聞かれ

たことはないですか。

○大野長寿介護課長 この交付の要件といたし

まして、どれだけ上がるというのを就業規則と

いったもので明示していただくということを前

提にしておりますので、もしそういうものがあ

れば、補助要件に違ってくるということになれ

ば返還等の問題も出てまいりますので、今後そ

ういった指導なりがある場合は重々チェックし

ていきたいというぐあいに考えております。た

だ、今のところそういった話は私どものところ

に直接は聞こえてきておりません。

○図師委員 昨年度中が784件で決算額が49億程

度ということですが、マックスだった場合はど

の程度見積額として出されていたんですか。

○大野長寿介護課長 マックスは計算しており

ませんが、全部のところが申請していただけれ

ばこれぐらい要るだろうということで予算化し

ております。そういうことで御理解いただけた

らと思います。

○米良委員 関連ですけど、予算の執行につい

てはおおむね順当になされておるようですが、

主要施策の報告書の中で、今、図師委員からも

ありました、関連して申し上げますと、78ペー

ジですが、これだけのいろんな実務研修とか指

導、研修をやりながら、何で介護者がまだ不足

しているのかということに置きかえますと、非

常にこれはゆゆしき問題だと思うんです。これ

だけのお金を使って、117億ですか、介護保険対

策というふうに上がっていますけど、相当の研

修を終えられるにもかかわらず、今ありました

ようにやっぱり介護報酬ですよ、月に１万5,000

円上げたら皆さんは了とされるかもわかりませ

んけれども、実際にここ５～６年やった実務者

の皆さんから聞きますと、大変な労力というか

過重な労働を、強いられるというのがいいのか

どうかわかりませんが、ですから、思い切った

報酬改定をやらないとこれは大変ですよ。この

前も私は常任委員会で言いましたけど、これで

もなおかつそういう問題が残るというのは、そ

ういうものの改定に思い切った予算をつけてい

かないと解決しがたい問題だと思うんですよ。

そう思いませんか。

もう一つお尋ねしますと、市町村の窓口との

連携というか、皆さんがいろんな出先の皆さん

とタイアップしてやられる。しかし、実際は市

町村との連携というか、市町村行政の窓口とい

うか、そういうところに落ちつくんじゃないか

ということを思いますと、そこら辺の連動とい

うか、連携というか、それがまだまだ足らんの

じゃないかと思えてならないわけですが、その

２つの点についてどう思われますか。

○大野長寿介護課長 まず、最初の１問でござ

いますが、確かに介護職員の給与水準が低いの

に対して、夜間勤務があったりということで労

働もきついというような話はよく聞いておると
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ころでございます。この前もお話ししたかと思

いますが、そういう意味で非常に離職率が高い

という状況にございます。私どもとして、今後

のことを考えた場合に、まず質を高める必要が

あるというのが一つ、それともう一つは、今後、

介護人材というのは不足してくるだろうと。今、

宮崎はいいんだけれども、都会のほうが高齢化

が急速に進んでまいります。都会部で介護職員

を必要としてくるという状況もございます。私

どものほうとしては、処遇を改善して人材の確

保を図らにゃいかんというぐあいに思っており

ます。

ただ、やれる分を一つずつやらざるを得ない

ので、とりあえずはこの介護職員処遇改善交付

金に全力を挙げたいと。いろいろお話聞きます

と、さっき図師委員からもお話があったんです

が、手続が煩雑であるという声もあるんです。

小さい事業所ですと、申請書をつくるために事

務員が時間外をせにゃいかんというようなとこ

ろもあるようでございまして、非常に面倒くさ

いと。今のところ、募集を出せば来るからいい

じゃないかというところもいらっしゃるもので

すから、９月の初めに、そういうのであればと

いうことで、申請書の書き方とかを資料にしま

して事業者を集めて説明会をやったんです。そ

の後、ぽつぽつ出てきておりますので、多少の

成果はあったのかなと。これでも出てこんよう

であれば次の手を考えんといかんのかなという

ぐあいに思っております。

第２点の市町村との連携でございますけれど

も、例えば指導監査に行くときに、出先のほう

が通常行くわけでございますけれども、担当の

市の部局と合同で行くというような取り組みも

しておりまして、そういった内容について保険

者たる市町村も施設の現状を知ってほしいとい

うのがございまして、そういった取り組みもし

ております。今後ともいろんな形で連携をとっ

ていきたいというぐあいに考えております。以

上です。

○米良委員 研修は、それぞれの市町村の皆さ

んたちを対象にしてやられるわけでしょうけれ

ども、どこでやられたか私はわかりませんが、

当該市町村で実施されるのと福祉事務所ごとの

大枠でやられるのと、いろんな方法があると思

うんです。日向は日向でやるのか、延岡は延岡

でやるのか、門川は門川でやるのかということ

を考えますと、もうちょっと身近なところで身

近な人たちをつかんで研修する、指導するとい

うこと等を考えますと、実務者ということになっ

てくるとそういうのを身近に感じて、じゃ、私

も介護をやってみようか、続けてみようかとい

うことになっていくような気がしてならないわ

けです。これはどういう方法でやったかわかり

ませんが、答弁は要りませんけれども、そうい

う身近なところでの研修の実施ということもこ

れから考えていく必要があるんじゃないかと思

います。

それともう一つは、介護報酬のこともありま

したけれども、仲間同士の連携の機会とかそう

いうのはないわけですか。介護人同士の、実際

今やっている皆さんたちとのつながり、そうい

うのはないわけですか。そういう機会というの

は。

○大野長寿介護課長 県として特にそういった

場は予定していないんですが、それぞれの士の

会、介護福祉士なら介護福祉士とか、そういっ

たところで集まる機会はあろうかと思います。

それと、答弁は要らないということでござい

ましたが、研修につきましては、地区で開催す

るということを基本にしておるんですけれども、
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例えば認知症高齢者のグループホームの施設長

の研修とか、どうしても人数が限られてくるも

のがあるものですから、そういった場合はやむ

を得ず中央１カ所というようなこともございま

す。そういった地区でやる研修の中では、認知

症の介護実践者研修というのがあるんですけれ

ども、そちらのほうでは県内いろんな施設から

来られますので、それが終わった際に、「君たち

はせっかく仲間になったんだから、お互い困っ

たときは相談すればいいじゃないか」というこ

とで、相互に連絡をとってやってくれというよ

うなことはお願いしております。以上です。

○米良委員 もう一つは、同じく長寿介護課長

ですが、きのうの質疑を聞いておりまして、79

ページとの関連ですが、特老の待機者が非常に

多いという話が出ましたね。79ページの施策の

成果等で中ほどに書いてありますが、老朽化し

た特別養護老人ホームの改築等を支援したこと

で高齢者福祉施設の整備が図られたと。一方で

は待機者が多い。特老のことも含んで言ってお

るんだろうと私はそのように理解をして質問す

るんですが、ならば、なぜまだ待機者が、2,300

人でしたか、そういう状況の中で、特老に対す

る一つの対応というか、これからどう待機者の

ために対応していかれるのか、そこ辺をお聞か

せ願えませんか。

○大野長寿介護課長 現在、待機者の数、把握

しているのは3,150人ということでございます。

ただ、その中には軽度の方も含まれておりまし

て、措置から契約に変わった関係で直接特養に

申し込みができると。今、いっぱい出そうとい

うことで順番確保のためにやっていらっしゃる

場合も含まれているようでございます。ただ、

実際にそれだけの待機者がいらっしゃる。要介

護度は軽くなることはまずないですから、だん

だん重度化していくというようなことがござい

ますので、やはりそれなりの施設の整備という

のは必要であろうということで考えております。

ただ、これは、今は閣議決定でなくなったん

ですが、介護保険計画をつくる際に参酌標準と

いうのがあったんです。厚生労働省が施設から

在宅への誘導を図るために、施設等については

これほどまでにしなさいというような基準が

あったんです。これはあくまで参考ではあるん

ですけれども、それを超えたからだめというわ

けではないんですけれども、市町村のほうでは

それを参考にしながらやっておりましたので、

今期の計画まではちょっと苦しいんですけれど

も、次期計画からは考えていかにゃいかんかな

と。差し迫った問題もございますので、今、特

別養護老人ホーム等にショートステイ床がござ

いますが、ショートステイ床は必ず満杯になる

わけじゃございませんので、幾分かは定床化、

特別養護老人ホームのほうに組み入れてくださ

いというようなお願いはしておりまして、それ

は少しずつ動きは出てきております。以上でご

ざいます。

○米良委員 これも釈迦に説法なことでありま

すけれども、生き生きとした健康・福祉社会づ

くりと言いながら、一方では待機者がおってみ

たり、あるいは介護人が不足してみたり。その

予算対応はどうかというと、これだけの大きな

金をつぎ込んでやる。まだまだ大きな課題が残っ

ている。だから、一つ一つそういうハードルを

越えて着実にその課題を解決することで、健康

で安心な社会というのができると私は思うんで

す。金を使えばいいんだということじゃないと

思いますが、投資効果はどうなんだと置きかえ

たとき、待機者もなくなりました、介護人もど

んどん希望して働いていますよと言われるよう
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な、そういう市町村とのタイアップがあって初

めて本当に安心した社会づくりと言えるんじゃ

ないですか。いつまでたってもこういうのがつ

いて回るんですよ。もう何年私たちは聞いてい

るかわかりません。堂々めぐりというと失礼な

言い方かもしれませんけれども、これだけは解

決できた、これだけはいいですよと自信持って

皆さんたちがこの場で披瀝するようなもので

あってほしいと思うんです。きのうの質疑でも

聞いているといろいろ出ましたよ。相当大きな

課題やら重要な課題もまだあるなと。これから

の対応をどうするかというのはきのうの時点で

できませんでしたけれども、そういうのが着実

に、きのうの質疑を聞いて、これからどうして

いかなきゃならんというのを皆さんたちの胸の

中で描いていかなきゃならんと思うんです。ど

うですか、そこ辺は。私はきのう聞いておって、

みんな本当にいい話をしましたよ。きょうこれ

をひもといて、主要施策の成果を読んでみて、

これだけの投資をしながら、まだ大きなゆゆし

き課題があるんだなということを改めて目の当

たりにするときに、皆さんたちから頑張っても

らわにゃいかんなという思いからこういう話を

するんです。どうですか。

○大野長寿介護課長 おっしゃることは重々よ

くわかります。私もこの場で「待機者ゼロにな

りました」と報告したい気持ちはやまやまでご

ざいますけれども、米良委員の言葉を胸に秘め、

頑張りたいと思います。

○外山委員 私もお話をしようかなと思ったこ

とを米良先輩がおっしゃったんですが、ところ

が今、課長は、ショートステイの稼働率が悪い、

この部分を特養に変えたらどうかという指導を

したとおっしゃいました。これは全く逆で、宮

崎市の特養施設者は何回も県に申し入れをして

いる。一向に立ち上がってくれないと。これは

５～６年前からこういうことは話題になってい

ました。ちなみに宮崎市、それ以外の稼働率と

いうものはどのくらいですか。

○大野長寿介護課長 今、手元に数値がないの

でお答えいたしかねるところでございますが、

市町村にお願いするのは全くゼロというわけに

はいかないというのは当然でございますので、

それを見据えて回せる部分は回してくれという

お願いをしているということでございます。

○外山委員 今、課長がおっしゃったことは、

こちらからお願いしたんだというふうにおっ

しゃるから、何、ちくしょうと、どれだけ県に

対してこのことを要望したかとこっちからは言

いたいわけ。そういう声はずっとあったでしょ

う、以前から。あんたが課長をしていたかどう

か私、わかりません。だから、そういう言い方

はちょっと困るなと。まあ、いいです。証人ま

で連れてきてもいいよ、それやったら。

ちなみに、決算年度で特養、養護、軽費、そ

れぞれの待機者は何人ですか。

○大野長寿介護課長 待機者については、特別

養護老人ホームしかとっておりませんので、そ

れ以外については把握しておりません。

○外山委員 なぜですか。

○大野長寿介護課長 特別養護老人ホームが介

護保険法上の施設サービスということで、そこ

だけをとって把握しておるところでございます。

○外山委員 ほとんど答えになっていない答え

ですよ。ここ１週間で２件、南のほうの軽費老

人ホームに申請をしたが、待機者が何人でいつ

になるかわかりませんという相談がございまし

た。なぜ特養だけして養護と軽費は除くんかと、

その意味がわからんとですよ。おたくの課は長

寿介護課でしょう。
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○大野長寿介護課長 申しわけございません。

現在のところ特養しか把握しておりません。

○外山委員 なぜかと質問しているんですよ。

○大野長寿介護課長 申しわけございません。

私も理由についてはよくわからないところでご

ざいますが、特別養護老人ホームについては介

護保険法の施設サービスということでやってお

るという程度しかわかりません。後日、御説明

に参りたいと思います。

○外山委員 入所基準はどうなっていますか。

○大野長寿介護課長 細かな基準は手元に持っ

てきておりませんけれども、特別養護老人ホー

ムにつきましては、65歳以上の者であって……

（「おおむねがついちょるやろ」と呼ぶ者あり）

おおむね65歳以上の者であって、身体上または

精神上著しい障がいがあるために常時の介護を

必要とすると。そして、居宅においてこれを受

けることが困難という者が特別養護老人ホーム。

養護老人ホームにつきましては、65歳以上の者

であって、環境上の理由及び経済的理由という

ことですので、常時介護が必要ということは問

うていないと。軽費老人ホームでございますが、

これは無料または低額な料金で老人を入所させ

て必要な便宜を提供する施設というぐあいに定

義されておるところです。

○外山委員 ちょっと読み違いが何カ所かあっ

たけど、それはそれとして、私が申し上げたい

のは、変死体、先ほど担当が何人とおっしゃっ

た。ちなみに65歳以上の変死体件数はふえてい

ますか、減っていますか。

○大野長寿介護課長 警察のほうの検死件数と

いうことであろうと思いますが、65歳以上の方

というのは、年によってばらつきが相当あるん

ですけれども、トータルで見ると若干ふえてい

るのかなと。

○外山委員 平成10年のころは600人だった。変

死体件数が600から800。現在では1,500。一番ふ

えているのが65歳以上のひとり暮らし老人。つ

まり、軽費老人ホームの入所基準として合致す

る人の変死体件数が増加をしている。こういう

ことを考えた上で、今からの施設をどういうふ

うにレイアウトしていけばいいのかと。特養は

よく話に出るが、養護とか軽費というのは出な

い。例えば中山間地域で、あるところでは88部

落あって４～５人で一集落をつくっていると。

１人死に、２人死ぬ。とうとうひとりぼっちに

なると。そういう人は軽費老人ホームに移って

いただいて、例えばそういう住民の移動という

ものも今後念頭に置いて考えるべきではないの

かと。そういう時期に来てんのちゃうんかと、

僕はそういうふうに思って、今、待機者は何人

かと聞いたら、把握していないということです

から、早急にそういった調査、それと警察の資

料をもとにして、何をすべきかということを十

分考えてもらいたい。これは要望にしておきま

す。

精神のほうですが、精神通院１万3,000何百人

だったと思いますが、その数、及び平成８年か

９年のころに障害者基本計画をつくるときに、

全員に、「どういった社会を望みますか」という

アンケート調査をした記憶があります。精神障

がい者の場合、精神通院・入院、その方々に決

算年度でそういったアンケートをとられたこと

がありますか。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 決算年度

といいますと21年度ということでございますか。

（「決算年度」と呼ぶ者あり）アンケートはいた

しておりません。（「過去において」と呼ぶ者あ

り）ちょっとそこは承知いたしておりません。

（「将来において」と呼ぶ者あり）現在のところ
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予定はいたしておりません。（「人数」と呼ぶ者

あり）ちょっとお待ちください。平成21年度の

自立支援医療費の給付決定件数でございますが、

精神通院医療で２月末で１万3,214件になってお

ります。

○外山委員 居場所、わかりますか。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 それぞれ

の方が今どこにいらっしゃるかというところま

では把握いたしておりません。

○外山委員 この決算年度で１万3,000人。漏れ

ていたのが入院者。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 ちょっと

時間をいただいてよろしいでしょうか。

21年度末の在院者数は5,547名になっておりま

す。

○外山委員 決算年度で5,500と１万3,000の総

医療費。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 入院者の

ほうにつきましては統計をとっておりませんの

でわかりかねます。それと、21年度の通院医療

費の公費負担分といたしまして18億5,5 2 2

万8,000円となっております。全体の医療費につ

いては手元に資料がございません。

○外山委員 5,500、ちょっと電卓……。5,500

人掛ける50掛ける12。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 33億でご

ざいます。

○外山委員 計算が合っているかどうかは横に

置いておいて、18億と40～50億、ちなみにこれ

が精神障がい者の入院費、医療費。精神保健福

祉費は決算年度で幾らになっていますか。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 ５億902

万1,503円でございます。

○外山委員 同会計年度で、在宅福祉といって

もいいでしょう、保健福祉費が５億で、入院費

はその10倍以上。これ、課長はいいと思います

か。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 いいとい

うことをどういうふうにとらえていいのかわか

りかねますけれども。（「それで課長な」と呼ぶ

者あり）入院に要する費用については、やはり

それは必要ではなかろうかというふうに考えて

おります。

○外山委員 今から30年前、「施設から地域へ」、

国際障害者年でそういうスローガン、キャッチ

コピーでずっとやってきました。しかし、精神

はおくれにおくれて私宅監置。明治時代から今

に至るまで、課長がおっしゃるように、しよう

がねえわと。明治の思想と今の思想、何ら変わ

らない。こういうふうなところを精神担当課長

として、今後は地域に開放するぞと、そのため

にどうするのかということを考えてもらわんと、

おれが知るかいと、診療報酬請求が上がってく

るからしゃあないんやと、ただこれだけでは

ちょっと悲しい。23年度の予算というものをこ

ういったことを十分踏まえた上でもう少し。宮

城県で、知的障がい者の大型施設を壊して開放

しようといった動きが10何年前に起こった。施

設解体だと。課長、何かあったらお答えくださ

い。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 今、委員

おっしゃったとおりでございまして、日本にお

いてはずっと入院というのが中心でございまし

て、ようやく平成16年に精神保健医療福祉の改

革ビジョンというのが出されまして、国として

明確に、入院医療中心から地域生活中心へとい

うことで方針が示されたところでございます。

県におきましても、同じように地域移行という

のを進めないといけないということで、特に三

障がい一体ということで自立支援法の範疇の中
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に入りましたので、今、基金等も活用しながら、

例えばグループホームですとか就労支援施設、

そういうものの整備を進めているところでござ

います。なかなか整備の歩みが遅いというおし

かりも重々承知はしておりますけれども、少し

ずつでも前にいかないといけないかなというこ

とで今やっているところでございます。もう一

つ、地域の方々が、精神障がいということで、

今そういう人たちをはじき出すような風土があ

りますので、まずそこも一緒に変えながら、ハ

ードとソフト両面で、できるだけ精神障がいの

方が地域で生活できるように、今努めていると

ころでございます。今後もその方向でやってい

きたいというふうに考えております。以上でご

ざいます。

○外山委員 安心しました。しかし、対策事業

においても現状というのは、1005分の４、２、

２―何のことかわかってると思うんですが、

この現状を十分踏まえた上で取り組んでいただ

きたいと。迷惑をかけました。以上です。

○濵砂委員 ちょっと教えてください。基金な

んですが、この考え方。決算審査意見書51ペー

ジ、基金が載っているんですが、介護保険財政

安定化基金、国民健康保険広域化等支援基金、

これが21年度積み立てはしてあるんですが、介

護保険が32億円、国民健康保険が５億500万、高

齢者等保健福祉基金が15億円、障害者自立支援

対策臨時特例基金32億円、こういったものはど

ういうときに取り崩すんですか。全然動いてい

ないものもあるものですから。

○江口国保・援護課長 国保のほうの広域化等

支援基金について御説明いたします。これは一

つは市町村の合併に伴う広域化向けがあるんで

すが、それはほとんど活用されたことがござい

ません。もう一つの目的であります国保財政の、

例えば、保険料の徴収率が思った以上に上がら

ないという状況、それから、医療費が高くなっ

てしまったという状況から運営に困るという状

況が出た場合に、この基金から貸し付けを行う

ということで、昨年度、小林、高鍋、門川の３

市町に対して２億ちょっと貸し付けを実施して

おります。

○濵砂委員 各市町村、国民健康保険は単年度

決算ですね。貸し付けた場合、この返済は何年

間でとかいうのがあるんですか。

○江口国保・援護課長 年限は、１年据え置き

で５年還付ということになります。

○濵砂委員 どのぐらい過去に貸し付けて、回

収されていないものが大分あるんじゃないです

か。

○江口国保・援護課長 昨年末に貸し付けたの

が初めての事例でございます。この３市町だけ

で、まだ猶予期間でございますので、今からそ

れぞれお返しいただくという形になります。

○大野長寿介護課長 長寿介護課関係の基金は、

介護保険財政安定化基金がまず一つございます。

これは市町村のほうで介護保険事業者になって

おりますので、負担をするわけでございますが、

それが計画を超えてあった場合に市町村の資金

が不足すると。そういった場合に貸し付けたり

交付したりする事業でございます。市町村のほ

うで別に準備基金というのもあるものですから、

昨年度あたりは貸付実績等はございませんでし

た。

それと、介護職員処遇改善等臨時特例基金で

ございますが、これが先ほどから話になってお

ります介護職員の処遇改善を行うところに補助

金を出すというもののもとでございます。これ

は取り崩し基金でございまして、その事業があ

れば取り崩していって対応するということでご
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ざいます。

それと、介護基盤緊急整備等臨時特例基金で

ございます。これも取り崩し基金でございまし

て、小規模特養とか認知症グループホーム、そ

ういった小規模施設を整備する財源として使っ

ておるものでございます。スプリンクラーの整

備の財源としても充てさせてもらっているもの

でございます。

長寿介護課分は以上です。

○濵砂委員 今の取り崩し基金なんですが、原

資はどうなるんですか。20年度がゼロなんです

よ。21年度に45億円積み立てをして、21年度末

の現在高が40億ですか、これが残っているんで

すが。

○大野長寿介護課長 この２つの基金は、いず

れも国の交付金をいただいてやっておるもので

ございますので、21年度に交付を受けたという

ことでございます。

○濵砂委員 使わなかった場合は返す。

○大野長寿介護課長 おっしゃるとおりでござ

いまして、そのために今一生懸命使うように努

力しているところでございます。

○高藤障害福祉課長 障害福祉課の障害者自立

支援対策臨時特例基金でございますが、これは

障害者自立支援法が18年度にできまして、18年

に施行されたんですが、自立支援法が非常に評

判が悪いといいますか、報酬が月額から日額に

変わったり、事業者の経営が非常に不安定になっ

たり、１割負担が出たりということもありまし

て、５年間で新しい体系のサービスに移ってい

ただくということがありまして、18年度末に国

から交付金を10億円程度いただきまして、それ

で基金が18年度にできまして、当初20年度まで

の基金としてできたものでございますが、経済

対策の絡みもありまして、20年度末に国からの

交付金が14億近く来まして、それでまた積み増

しをしました。21年度もさらにまた国から交付

金が来まして、17億程度積み増しをしました。

中身の使い方としましては、一つは、先ほど

言いましたように激変緩和ということで、事業

者が新体系に移ったときに収入が不安定になる

ということで、９割までは旧体系のときの報酬

を保障しましょうとか、新体系に移る際のコス

トを少し補助しましょうとか、新しい体系に移

るときに改修が必要だというところに補助をし

たりというふうなものがございます。それでずっ

ときたんですが、昨年度はそれに加えて、介護

職員の人材の処遇改善の分も最終的には10億程

度来まして、介護職員の給与改善にも一部使え

るということになっております。

○城野福祉保健課長 福祉保健課では、高齢者

等保健福祉基金ということで、こちらのほうが

平成３年度から平成５年度までに地方交付税措

置がありまして、30億円、国のほうから高齢者

等の保健福祉推進特別事業ということで造成さ

れております。そのうち10億円については、平

成８年にボランティア基金のほうに積み増しま

して、残りにつきましては高齢者保健地域福祉

の事業等に充てて、現在15億7,226万9,048円と

なっております。

災害救助基金ですが、これにつきましては、

毎年、都道府県の前３年間の普通税の収入額の

決算額の1000分の５を積み立てて、災害が起き

たときに備えるということで基金をつくってお

ります。以上です。

○江口国保・援護課長 １件、国保・援護課は

漏れておりました。後期高齢者医療財政安定化

基金でございます。これは25年度までの６年間

に16億ほど積み立てるということで現在積み立

てをお願いしておりますが、目的は、先ほどの
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国保の広域化等の支援基金と同じでございまし

て、未納の状態が出たりした場合にそれをカバ

ーするということでございます。ただ、今回の

条例改正で、先日の常任委員会で御了承いただ

きましたように、２年に１回、保険料の改定が

行われます。そのときに大幅にふえるようなこ

とがあるといけないという部分がございます。

現制度でも24年にもう一回改定が行われますの

で、そのときの状況でもし保険料が大幅に上が

るというふうな事態があれば、この基金を使っ

て措置をしていくということになってまいりま

す。以上でございます。

○城野福祉保健課長 済みません、福祉保健課

は１つ漏れておりまして、52ページ、社会福祉

施設等耐震化等臨時特例基金ということで、社

会福祉施設の耐震化とスプリンクラーの整備事

業ということで、平成21年度に積みまして経済

対策ということでやったものでございます。昨

年度は１施設についてスプリンクラー設置が行

われています。23年度までの事業になっており

ます。以上です。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 52ページ

でございますけれども、障害福祉課の就労支援

・精神保健対策室が所管しているものとしまし

て、地域自殺対策緊急強化基金というのがござ

います。これは昨年度国のほうにおいて地域自

殺対策緊急強化交付金というのが交付されまし

て、これをもとにいたしまして21年度に造成し

た基金でございます。平成23年度までの３カ年

において自殺対策を緊急に行うということで、

取り崩し型の基金となっております。以上でご

ざいます。

○濵砂委員 取り崩し型ももちろんですが、こ

の基金の中で、年度が限られて使わなかったら

国にお返しせにゃいかんという分はどのくらい

ありますか。

○大野長寿介護課長 長寿介護課分は、51ペー

ジの介護職員処遇改善等臨時特例基金、介護基

盤緊急整備等臨時特例基金、これは事業年度が

終了しましたら、23年度末までなんですけれど

も、使い切らなければお返しするということに

なります。

○高藤障害福祉課長 障害福祉課の障害者自立

支援対策臨時特例基金と、先ほど室長が説明し

ました地域自殺対策緊急強化基金、これは２つ

とも23年度で使い切らなければお返しをすると

いうことになります。

○城野福祉保健課長 先ほど最後に申しました

その他の基金の社会福祉施設等耐震化等臨時特

例基金につきましては、23年度までに使わなけ

れば国に返さないといけない基金でございます。

○濵砂委員 介護職員処遇改善等臨時特例基金

はまだ40億残っているんです。基金の崩しは21

年度で４億6,200万ですから、これを23年度まで

というとあと２年間で40億円。それから、障害

者自立支援対策臨時特例基金、これも32億円残っ

ています。これも23年、あと２年間で使い取る

と。介護基盤緊急整備等臨時特例基金も、32億

円残っているのを２年間で使い切る。それぞれ

たくさんあるんですが、有効に活用していただ

くと。どういうふうに使われるのかというのは、

各担当の部署で計画立てて使われるわけでしょ

うから、みすみす返す必要はないんです。財源

難で、ない、ないと言いながら、貯金して使っ

ていないという状況ですから、ぜひ有効活用し

ていただきたいと思います。

それから、もう一件、自殺対策なんですが、

「自殺ゼロ」プロジェクト推進、5,500万使って

いますけれども、効果がどうあらわれているの

かというのはわかりにくいかもしれませんが、
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これによって自殺を食いとめたというような数

字的なものはあるんですか。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 数字的に

どのくらい減ったかというのは出てきていない

んですが、御承知のとおり、平成19年度が一番

自殺が多くて、年間394名亡くなっておられまし

て、それが20年度で363名、21年度で337名とい

うことで、徐々に改善してきているのかなとい

うふうに感じてはいるところでございます。前

は自殺ということを話題に上げることも難し

かったんですが、最近ではいろんなところで自

殺についていろいろ議論もされておりますし、

民間団体でそういう活動をされている団体も昨

年ぐらいから徐々にふえつつありまして、この

基金を活用して昨年度は研修会等を自主的に

やっていただくとか、活動をやっていただくと

か、そういうふうな動きも出てまいりましたの

で、その辺が対策の成果かなというふうには考

えているところでございます。以上でございま

す。

○濵砂委員 この中で、例えばいのちの相談と

か県庁にもありますね。こういうものを利用さ

れた数というのはわかりますか。21年度。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 今、自殺

の関係で、電話相談を自殺に特化してやってい

ただいているＮＰＯ法人宮崎自殺防止センター

というのがあるんですが、平成21年度で全体

で1,708件、20年度が1,050件でございましたの

で1.5倍ぐらいふえているということで、ここの

運営に対して、県のほうで委託というような形

で一部活動費の助成をさせていただいていると

いう状況でございます。以上でございます。

○濵砂委員 1,708件相談があって、それ以外に

相談していない人も含めて自殺しようと思った

人、その中で結果的に自殺された人が336人とい

うことなんですね。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 337名の方

が21年度は自殺をされたということでございま

して―済みません、成果のほうは336というこ

とで数値が載っているんですが、厚生労働省の

速報値を載せておりまして、先日、最終の確定

値が出まして337名に、１名ふえております。私、

確定値のほうで今お話をしております。

○濵砂委員 というのが、私も相談を受けたこ

とがあって、「今から死ぬんだ」と。「ちょっと

待ってくれ。そう言われてもおれは困るわ。県

庁にホットラインがあるからそっちのほうに連

絡をしてくれ」と言って、結局その方は亡くなっ

たんです。一回そういうことを考えた人はなか

なか引きとめられんのかなと思ったんです。た

だ、1,700件も相談があって、それでも300数十

件の自殺者でとまったというのか、300数十人の

自殺者だということであれば、度合いにもよる

でしょうけど、今話を聞けば、効果があってい

るのかな、そう思うものですから。結構です。

なるべく引きとめてください。

○中野主査 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野主査 それでは、以上をもって前半のグ

ループの審査を終了いたします。執行部の皆様

には大変御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時18分休憩

午後３時20分再開

○中野主査 分科会を再開いたします。

確認いたします。あす10時から再開というこ

とでよろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野主査 以上をもって、本日の分科会を終
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了いたします。

午後３時20分散会
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平成22年10月１日（金曜日）

午前９時59分再開

出席委員（６人）

主 査 中 野  明

副 主 査 田 口 雄 二

委 員 黒 木 覚 市

委 員 濵 砂 守

委 員 外 山 良 治

委 員 図 師 博 規

欠席委員（１人）

委 員 米 良 政 美

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 高 橋 博

福 祉 保 健 部 次 長
畝 原 光 男

（保健･医療担当）

こ ど も 政 策 局 長 村 岡 精 二

部 参 事 兼
城 野 豊 隆

福 祉 保 健 課 長

医 療 薬 務 課 長 緒 方 俊

薬 務 対 策 室 長 岩 﨑 恭 子

衛 生 管 理 課 長 船 木 浩 規

健 康 増 進 課 長 和 田 陽 市

感 染 症 対 策 監 日 高 政 典

こ ど も 政 策 課 長 鈴 木 一 郎

こ ど も 家 庭 課 長 川 野 美奈子

事務局職員出席者

総 務 課 主 任 主 事 押 川 康 成

議 事 課 主 任 主 事 吉 田 拓 郎

○中野主査 分科会を再開いたします。

これより、医療薬務課、衛生管理課、健康増

進課、こども政策課、こども家庭課の審査を行

いますので、それぞれ説明をお願いいたします。

なお、委員の質疑は５課の説明がすべて終了し

た後にお願いいたします。説明は明瞭・簡単に

お願いします。

○緒方医療薬務課長 それでは、医療薬務課の

平成21年度決算状況について御説明をいたしま

す。

お手元の平成21年度決算特別委員会資料の８

ページをお開きください。医療薬務課は上から

２番目であります。予算額が102億8,908万7,000

円に対しまして、支出済額は102億8,013万1,056

円、不用額は895万5,944円となっておりまして、

執行率は99.9％であります。

以下、内容を御説明いたします。15ページを

お開きください。医療薬務課の予算には５つの

目がありますけれども、その中で執行残が100万

円以上の目は、医務費、薬務費、大学費の３つ

であります。なお、執行率が90％未満のものは

ございません。

まず、（目）医務費でありますが、不用額157

万403円となっております。主なものとしまして

は、委託料の不用額79万4,456円であります。こ

れはへき地出張診療委託について、出張診療回

数が見込みよりも下回ったこと等による執行残

であります。

次に、（目）薬務費でありますが、不用額は132

万6,127円となっております。主なものとしまし

ては、旅費や需用費、役務費等の執行残であり

まして、経費節減等による執行残であります。

次の17ページをごらんください。（目）大学費

でありますが、不用額は581万3,082円となって

おります。主なものとしましては需用費の302
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万1,745円であります。これは印刷経費の節減や

電話交換設備改修の修繕費の執行残などであり

ます。その２つ下にあります委託料の109万5,556

円でありますが、これは主に民間医療機関に委

託して行う臨地実習経費につきまして、学生が

体調不良などで欠席したこと等により残った経

費などでございます。

決算事項別明細説明資料につきましては以上

でございます。

次に、平成21年度の主要施策の成果について

主なものを御説明いたします。お手元の平成21

年度主要施策の成果に関する報告書の医療薬務

課のインデックス、66ページをお開きください。

２の生き生きとした健康・福祉社会づくりの２）

医療提供体制の充実であります。

初めに、自治医科大学運営費負担金でありま

すが、これは自治医科大学の運営費を負担する

ことによりへき地勤務医師を養成しているもの

であり、21年度は９名を美郷町など５市町村の

へき地病院等に派遣したところであります。

次に、医師修学資金貸与事業でありますが、

これは医師が不足しているへき地や小児科等へ

の勤務を希望している医学生27人に対し、修学

資金を貸与したものであります。

次に、医師確保対策強化事業でありますが、

これは県と関係15市町村で設立した宮崎県医師

確保対策推進協議会において、医師の求人情報

を全国に発信するとともに、みやざき地域医療

応援団への登録と本県での就業を働きかけるな

ど、医師確保に係る取り組みを行ったところで

あります。

次に、研修医受入強化事業であります。研修

医の確保にはすぐれた指導医の存在が不可欠な

ことから、指導医養成講習会を実施、43人の方

に受講していただいたところであります。また、

研修医を受け入れる研修病院説明会を開催しま

して、41人の方に参加いただいたところでござ

います。

次に、新規事業、産科医等確保支援事業であ

りますが、これは産科医等の処遇改善を図るた

め、産科医や助産師に分娩手当を支給している

県内の18の医療機関に対しまして、手当支給額

の一部を補助したところであります。

67ページをごらんください。新規事業、女性

医師等の離職防止・復職支援事業であります。

これは女性医師等が出産・育児と仕事を両立で

きるような環境の整備を図るため、女性医師の

短時間正規雇用を行っている病院の代替医師雇

い上げ経費に対する補助等を行ったところです。

また、病院内保育所を設置している５つの医療

機関への運営費補助を行ったところであります。

次に、看護師等確保対策事業であります。看

護師等養成所運営費補助は、看護師等の養成・

確保を図るために、養成所14校に対しまして運

営費の補助を行ったところであります。宮崎県

ナースセンター事業は、未就業の看護職員の再

就業を支援するために、無料職業紹介や再就業

支援のための講習会などを行いまして、就業者

数が751人の実績があったところであります。

次に、へき地診療委託事業でありますが、こ

れは県医師会や日赤、県歯科医師会に委託して

無医地区等の巡回診療等を行ったものでありま

す。

次の68ページをごらんください。医学生臨床

研修ガイダンス事業でありますが、これはへき

地医療への理解と興味の醸成を図るために、宮

崎県出身の医学生等を対象にへき地病院で臨床

実習等を行ったところであります。

次の第二次救急医療体制整備事業、その下の

第三次救急医療体制整備事業は、本県の救急医
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療を担う医療機関の運営に対する補助等を行っ

たものであります。

次の新規事業、救急医療利用適正化推進事業

でありますが、これはいわゆるコンビニ受診な

どによる医師の負担を軽減するために、不要不

急の受診等の自粛をといったＰＲの強化や、小

児救急医療電話相談事業を行ったところであり

ます。

次の小児科専門医育成確保事業でありますが、

これは医師不足が深刻な小児科の専門研修医に

対しまして、研修資金を貸与するとともに症例

研究会を実施いたしまして、小児科医師の育成

確保に取り組んだものでございます。

69ページをごらんください。がんばる献血応

援団でありますが、これは献血を安定的に確保

するため、携帯メールを利用して献血の協力を

要請する複数回献血クラブへの登録推進や献血

サポーター事業所の育成と、企業名や献血に関

する情報の新聞紙面への掲載等、献血思想の普

及啓発に努めたところであります。

次の薬物乱用防止推進事業でありますが、県

民に対し、薬物乱用防止の啓発を図るため、「ダ

メ。ゼッタイ。」普及運動等を行ったところであ

ります。

県立看護大学運営事業でありますが、これは

教員の人件費や施設の管理費、教育研究に要す

る経費等であります。平成21年度は学部と大学

院生合わせて112名の卒業生を送り出していると

ころであります。

次の70ページをごらんください。施策の成果

等であります。

まず、医師確保対策についてでありますが、

①にありますように、自治医科大学卒業医師の

計画的な配置等により、医師確保が厳しいへき

地公立病院等に医師が確保されたところであり

ます。また、医師修学資金貸与等の事業にも取

り組んだところでございますけれども、医師不

足はますます深刻化してきております。引き続

き、医師の養成・確保に取り組んでいく必要が

あると考えております。

次に、②の看護師等の確保につきましては、

看護師等の養成・確保や未就業看護師等の就業

促進に努めたところですが、今後とも、その安

定的な確保に努める必要があると考えていると

ころであります。

③のへき地医療につきましては、へき地出張

診療等の実施によりまして、へき地医療の確保

が図られるとともに、医学生臨床研修ガイダン

ス事業によりまして、参加学生のへき地医療へ

の理解と関心が深まったものと考えております。

また、④の救急医療につきましては、救急医

療施設等の運営費等の支援といった従来の事業

に加え、新たに救急医療体制を守るためのＰＲ

強化やオピニオンリーダーの育成・強化等に取

り組み、県民の理解も深まったものと考えてお

ります。今後も、救急医療体制の整備充実を引

き続き行っていく必要があると考えているとこ

ろです。

次に、⑤にありますように、医薬品製造業者

や薬局等への薬事監視を行いまして、医薬品な

どの適正な取り扱いや不良品の発生防止が図ら

れたものと考えております。また、安全な血液

を安定的に確保するため、組織献血の推進等を

図ったところであります。今後も献血協力者等

の育成を図り、特に献血離れが著しい若年層に

対する啓発活動を展開していく必要があると考

えております。

次の71ページをごらんください。⑥にありま

すように、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を中心

に薬物乱用防止の啓発活動を展開したところで
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あります。今後とも厳格な規制を行うとともに、

特に青少年を対象とした啓発を充実していく必

要があると考えております。

最後に、⑧にありますように、県立看護大学

では優秀な看護師の育成等に取り組んだところ

ですが、引き続き、効果的な教育・研究活動を

行うとともに、県内への就職率がさらに高まる

よう努めていきたいと考えております。

主要施策の成果に関する報告書につきまして

は以上であります。

次に、監査委員の宮崎県歳入歳出決算審査意

見書につきましては、委員会資料の39ページ、

それ以降の監査報告（指摘事項）と内容が重複

しますので、そちらのほうで御説明をいたしま

す。決算特別委員会資料の39ページをお開きく

ださい。

医療薬務課分といたしましては、まず、支出

事務について、小児科専門医師研修資金貸付金

について貸し付け決定事務が大幅におくれてい

た。留意を要するとの指摘がございました。こ

れは、すべての貸与者の書類がそろった上で貸

し付け決定を行おうとしたため、処理がおくれ

たものでありますが、平成22年度以降につきま

しては、応募があり次第、順次審査を行い、貸

し付けを行うよう改善をいたしました。

続きまして、41ページをお開きください。そ

の他の項目として一番上と２番目に記載してあ

りますとおり、宮崎県医師確保対策推進協議会

に係る不適正な運営に対しまして指摘がござい

ました。当協議会における不祥事の発生は、県

民の方々の信頼を裏切るものであり、まことに

申しわけなく、深くおわび申し上げます。今回

の不祥事の発生を受け、直ちに臨時総会を開催

し、当協議会会員である市町村に経緯を説明す

るとともに、印鑑と通帳の分離保管の徹底や支

払い確認の強化、さらに所属長による点検を毎

月行うなど、管理監督体制の強化を図ったとこ

ろであります。今後、二度とこのようなことが

起こらないよう、あらゆる機会を通じて指導の

徹底を図り、県民の皆様の信頼回復に向けてよ

り一層努力をしてまいります。

医療薬務課は以上であります。

○船木衛生管理課長 それでは、衛生管理課の

平成21年度の決算状況につきまして御説明をい

たします。

お手元の平成21年度決算特別委員会資料の８

ページをお開きください。衛生管理課でござい

ますが、予算額12億8,089万2,000円に対して、

支出済額は12億4,973万9,013円、不用額は3,115

万2,987円となっておりまして、執行率は97.6％

でございます。なお、執行率90％未満の目はご

ざいませんので、執行残が100万円以上の目につ

いて順に御説明をいたします。

それでは、27ページをお開きください。まず、

（目）予防費でございますが、不用額は412

万5,651円となっております。不用額の主なもの

は、旅費71万5,296円と需用費81万6,339円で、

経費節約に伴う執行残でございます。また、委

託料190万426円は、県内の３カ所の動物保護管

理所の警備費の執行残が主なものでございます。

次に、（目）環境衛生総務費でございますが、

これは職員費で、不用額は109万1,132円となっ

ており、主に育児休業職員がふえたことに伴う

ものでございます。

次に、28ページをお願いいたします。（目）食

品衛生指導費でございますが、不用額は2,178

万8,575円となっております。この不用額の主な

ものは、まず、需用費936万7,686円でございま

すが、これはＢＳＥの検査に要するキット購入

実績が見込みを下回ったことと節約に伴う執行
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残でございます。委託料207万2,335円でござい

ますが、廃棄物処理委託や警備費等の執行残と

なっております。さらに、工事請負費153万3,000

円は、食肉衛生検査所の給水設備改修工事の執

行残でございます。

次に、29ページをお願いいたします。（目）環

境衛生指導費でございます。不用額は414万7,629

円となっております。この不用額の主なものは、

旅費137万4,176円と需用費148万1,501円でござ

いますが、節約等による執行残でございます。

委託料82万4,801円については、水質検査委託料

の執行残でございます。

決算事項別明細説明資料の説明につきまして

は以上でございます。

次に、平成21年度の主要施策の成果について

御説明をいたします。

お手元の平成21年度主要施策の成果に関する

報告書、衛生管理課のインデックス、85ページ

をお開きください。２）食の安全・安心と生活

衛生の確保についてでございます。

施策推進のための主な事業及び実績の表の上

から１段目の食品衛生監視費でございますが、

県内の食品衛生環境営業施設２万4,027件につき

まして、１万1,843件の監視及び1,852件の収去

検査を行いました。また、食品衛生推進事業と

して、社団法人宮崎県食品衛生協会へ委託し、

食品衛生指導員による巡回指導などを実施した

ところでございます。

食肉衛生検査所費でございますが、県内７カ

所の屠畜場におきまして牛、豚等の検査を行い

ました。21年度は、牛５万9,063頭、豚106万9,343

頭を検査しております。

86ページをお開きください。食鳥検査費でご

ざいますが、県内10カ所の大規模食鳥処理場に

おきまして、21年度は１億2,577万4,441羽を検

査しております。

次の生活環境対策費でございますが、水道維

持管理指導としましては、水道施設への立ち入

り259件、井戸水の水質検査276件を実施いたし

たほか、水道建設指導については、これは市町

村が実施する国庫補助対象の水道施設整備事業

の指導を行うものでございますが、簡易水道等

施設整備事業が４市町、４事業などの実績となっ

ております。

生活衛生指導費でございますが、これは生活

衛生営業相談室設置のほか、経営指導員や生活

衛生営業指導員等が行う巡回指導の活動事業へ

の補助を、財団法人宮崎県生活衛生営業指導セ

ンターに対して行っております。センター窓口

相談474件、生活衛生営業指導員の巡回指導1,924

件など、業界の自主衛生管理体制の強化と活性

化を図ったところでございます。

次の87ページをごらんください。最後に動物

管理費でございますが、犬の登録や狂犬病予防

注射の必要性の啓発をテレビコマーシャルや広

報車などを活用し、実施いたしました。また動

物愛護の観点から、みやざき動物フェスタ2009

の開催や、「命の架け橋」犬ねこの譲渡推進サポ

ート事業などを実施し、適正な飼養の啓発や犬、

猫の譲渡の推進に努めました。

同じく87ページ、施策の成果等についてでご

ざいます。①から⑧まで記載しておりますが、

主なところのみ御報告をさせていただきます。

まず、①のとおり、施設の監視指導及び収去

検査、食中毒予防の啓発・指導などに取り組む

とともに、②のとおり、屠畜検査及び食鳥検査

による疾病の排除等や、すべての牛についての

ＢＳＥ検査の実施等によりまして、県民の食の

安全・安心確保に努めたところでございます。

次に、③の水道事業対策では、地域水道ビジョ
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ンの計画的な策定を進めるとともに、国庫補助

を活用した施設整備により、県民がいつでも安

心して利用できる水道水の安定供給、安全確保

に努めたところでございます。

88ページをお開きください。⑤のとおり、入

浴施設におけるレジオネラ症の防止対策に取り

組み、県内における患者発生防止につながった

ところでございます。

次に、⑥の狂犬病予防対策については、啓発

コマーシャル、獣医師会や市町村との連携など、

注射実施率向上に努めましたが、昨年度よりや

や下回りました。今後とも、実施率向上のため

啓発普及活動に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

最後に、⑧のとおり、犬、猫の譲渡推進につ

いては、委託先のＮＰＯ団体とも協力をしなが

ら、譲渡会の実施及び適正飼養の啓発に向けて

積極的に取り組み、前年度よりさらに譲渡の推

進、殺処分頭数減少が図られたところでござい

ます。

なお、下の食中毒発生状況を初めとする表で

ございますが、ごらんのとおり、平成21年度の

施策の成果などの参考指標としてこれまでの推

移を整理したものでございます。

以上、主要施策の成果に関する報告について

御説明をいたしました。

次に、監査委員の宮崎県歳入歳出決算審査意

見書につきましては、委員会資料のほうであわ

せて御説明をいたします。再度、決算特別委員

会資料に戻っていただきまして、40ページをお

開きください。収入事務についての２番目でご

ざいます。延岡保健所の監査の結果欄をごらん

ください。現金で収納した犬の返還手数料等に

ついて、指定金融機関等への払い込みがおくれ

ているものがあったとございますが、これは時

間外に収納した犬の返還手数料等について、現

金及び犬の返還申請書類を金庫に一緒に保管し

ていたことと、事務引き継ぎが徹底されていな

かったことから、金融機関への払い込みがおく

れたため、指摘を受けたものでございます。以

後は、書類の管理や事務引き継ぎ等を確実に行

うことで再発防止を図っております。

衛生管理課は以上でございます。

○和田健康増進課長 それでは、健康増進課の

平成21年度決算状況について御説明いたします。

お手元の平成21年度決算特別委員会資料の８

ページをお開きください。健康増進課は上から

７番目の欄であります。予算額40億6,288万8,000

円に対して、支出済額は30億3,631万6,075円、

翌年度繰越額はございません。不用額は10

億2,657万1,925円となっておりまして、執行率

は74.7％であります。

それでは、30ページをお開きください。決算

事項別に御説明いたします。

まず、（目）の公衆衛生総務費であります。不

用額は6,648万2,623円となっております。不用

額の主なものは、負担金補助及び交付金3,624

万8,000円と扶助費2,650万5,993円であります。

まず、負担金補助及び交付金につきましては、

主に、妊婦健康診査特別支援事業などの市町村

等への補助金の執行残であります。次に扶助費

につきましては、未熟児養育医療費や※身体障が

い者育成医療費、小児慢性特定疾患治療研究費

などの医療費公費負担の対象者の見込み減に伴

う執行残であります。

31ページをごらんください。（目）の予防費で

あります。不用額が９億6,008万9,302円となっ

ております。不用額の主なものは、負担金補助

及び交付金の７億8,918万2,400円と扶助費１億

※57ページ右段に訂正発言あり
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5,951万4,451円であります。まず、負担金補助

及び交付金につきましては、主に、新型インフ

ルエンザ対策事業などの市町村等への補助金の

執行残であります。次に扶助費につきましては、

肝炎医療費や特定疾患医療費などの医療費公費

負担の対象者数の見込み減に伴う執行残であり

ます。

決算事項別明細につきましては以上でござい

ます。

続きまして、平成21年度の主要施策の成果に

ついて、主なものを御説明いたします。

お手元の平成21年度主要施策の成果に関する

報告書の健康増進課のインデックス、ページで

いいますと90ページをお開きください。初めに

１）子育て支援体制の充実であります。中ほど

の表、施策推進のための主な事業及び実績をご

らんください。

母子保健対策でありますが、主な実績内容の

新生児等スクリーニング検査事業では、新生児

を対象に先天性代謝異常等検査を１万2,459人に

実施いたしました。また、成人Ｔ細胞白血病（Ａ

ＴＬ）母子感染防止対策事業では、南九州に多

いと言われておりますＡＴＬの感染防止対策の

結果を確認するため、２歳児または３歳児の抗

体確定検査を32件実施したところであります。

また、新生児聴覚検査・療育体制の構築事業で

は、早期に聴覚障がいを発見し、必要な支援を

受けることができる体制を構築するため、協議

会を開催し、マニュアル作成のための意見交換

を行うなど、今後の事業展開について検討を行

いました。次に、安心してお産のできる体制推

進事業では、周産期関係者相互のネットワーク

強化のため、県内４ブロックで地域周産期保健

医療体制づくり連絡会を開催するとともに、地

域分散型の医療体制を支える関係者に対しまし

て研修会を実施いたしました。

91ページをごらんください。妊婦健康診査特

別支援事業では、市町村が行う妊婦健康診査14

回のうち、後半の９回に対し延べ７万884件の助

成を行っております。次の健やか妊娠推進事業

では、人工死産防止のため、大学生や高校生を

対象とした研修会や講座を開催するとともに、

パンフレットを作成し、産科医療機関等に配付

して健康教育に使用していただいたところであ

ります。

次に、施策の成果等であります。まず、①で

すが、不妊の方々への情報提供や心のケアに取

り組み、不妊治療に対する助成を実施いたしま

した。

次に、③ですが、女性の健康支援として、保

健所での女性専門相談、中高年女性の健康教室、

思春期の性の悩みに対するピアカウンセリング

など、女性のライフステージや女性特有の健康

問題に応じた相談や教育事業に取り組んだとこ

ろであります。

92ページをお開きください。１）健康づくり

と疾病予防対策の推進であります。中ほどの表、

施策推進のための主な事業及び実績をごらんく

ださい。

健康増進対策でありますが、主な実績内容の

１番目、健康づくり推進センター管理運営では、

健康ハイリスク者等への生活改善指導や市町村

の健康増進計画の研修会等を宮崎県健康づくり

協会に委託して実施し、健康づくりに関する市

町村への技術的支援を行ったところであります。

また、県民健康づくり推進対策事業では、県民

が実践的に取り組む脱メタボリックチャレンジ

事業や料理実践講座を実施し、メタボリックシ

ンドロームに着目した生活習慣病対策の推進を

図ったところであります。あわせて、健康づく
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り指導者や分煙・防煙指導者及び健康運動指導

士・実践指導者等の研修会などを実施し、県民

の取り組みを支援する指導者の育成を図ってお

ります。次に、健診・保健指導体制整備支援事

業では、医療制度改革に伴って義務化されまし

たメタボリックシンドロームに着目した健診や、

生活習慣の改善による保健指導の体制整備を図

るため、実践者等の育成を行いました。

93ページをごらんください。新規事業、宮崎

県健康づくり応援では、食生活改善推進員が推

奨する野菜たっぷり料理を、料理教室やイベン

ト、ブログ等で広く県民に紹介いたしました。

その下の老人保健でありますが、主な実績内

容の２番目、予防から終末期までのがん対策体

制整備事業では、県立３病院においてがん診療

連携拠点病院の機能強化を図るとともに、県内

医療機関の緩和ケアチームや在宅医療の関係者

に対する研修会、さらにはがん検診受診率向上

のための市町村担当者の研修会を実施するなど、

総合的ながん対策を実施いたしました。

94ページをお開きください。歯科保健対策で

ありますが、主な実績内容の２番目、母子歯科

保健指導事業では、乳幼児及びその保護者223人

に歯科保健指導等を実施し、むし歯予防対策事

業では保育所、幼稚園等においてフッ化物洗口

等を実施する17市町村に補助を行ったところで

あります。

次の難病相談支援センターですが、難病患者

等の療養上、日常生活での悩みや不安の解消を

図るため、難病相談支援センターに相談員を配

置し、相談支援を行ったところであります。

一番下の肝炎総合対策ですが、Ｂ型・Ｃ型ウ

イルス性肝炎患者の経済的負担を軽減するため、

インターフェロン治療にかかわる医療費を237人

に対して助成するとともに、肝炎診療連携体制

の充実強化を図るための肝炎対策懇話会を開催

いたしました。

95ページをごらんください。感染症危機管理

対策ですが、新型インフルエンザを初めとした

新感染症や生物テロ等が発生した場合に備え、

防疫及び危機管理体制を整備するため、新型イ

ンフルエンザ対策会議や診療従事者研修会を開

催したほか、新型インフルエンザハンドブック

を作成し、関係機関に配布いたしました。

次に、新規事業、新型インフルエンザ対策事

業ですが、新型インフルエンザに対する医療体

制の整備を行うため、医療機関に対して個人防

護具や人工呼吸器の整備を行うとともに、市町

村の新型インフルエンザワクチン接種事業に対

する補助や、抗インフルエンザウイルス薬の備

蓄を行ったところであります。

施策の成果等であります。まず、①ですが、

メタボリックシンドロームの予防・改善を図る

市町村のモデル事業や研修会を実施しました。

今後も、関係機関と連携し、県民が健やかな生

活習慣を実践できるよう支援を行い、健康づく

りを推進することとしております。

次に、③ですが、健康増進法に基づいて市町

村が実施する健康教育、健康診査及び訪問指導

などの事業により、住民に対して行われる健康

増進のための活動を支援し、県民の予防意識の

向上を図ったところであります。今後も、生活

習慣病を主とした疾病の基本知識の普及や、健

康診査・各種検診により、疾病の早期発見・早

期治療につなげることとしております。

97ページをお開きください。５）の地域で支

え合う環境づくりであります。中ほどの表、施

策推進のための主な事業及び実績であります。

ハンセン病啓発・ふるさと交流促進事業であ

りますが、県民の療養所への訪問や入所者の里
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帰り事業などを行い、社会復帰への基盤づくり

やハンセン病に対する知識の普及啓発に努めた

ところであります。

主要施策の成果については以上でございます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関しまし

ては、特に報告すべき事項はございませんので、

健康増進課は以上でございます。

○鈴木こども政策課長 こども政策課の平成21

年度の決算状況につきまして御説明いたします。

お手元の平成21年度決算特別委員会資料の８

ページをお開きください。こども政策課は上か

ら８段目でございます。まず、予算額102億1,084

万円に対しまして、支出済額は98億8,868万4,729

円、繰越額は２億9,746万5,000円、不用額は2,469

万271円となっておりまして、執行率は96.8％で

ございます。

次に、32ページをお開きください。こども政

策課の内訳といたしましては32ページから33ペ

ージになりますが、目における執行残が100万円

以上のものについて御説明させていただきます。

まず、（目）児童福祉総務費についてでありま

す。不用額は186万4,099円となっております。

この不用額の主なものは、節の一番下の欄に負

担金補助及び交付金がございますが、この107

万7,000円でございます。これは児童健全育成の

地域子育て支援センターの運営費補助等が当初

の見込みよりも若干下回ったことによるもので

ございます。

次に、（目）児童措置費についてでございます。

明許繰越額としまして保育所緊急整備事業の２

億9,746万5,000円、不用額といたしまして2,085

万2,048円となっております。不用額の主なもの

といたしましては、次の33ページをごらんいた

だきたいと思います。節の欄に負担金補助及び

交付金とありますが、この額が2,037万7,406円

でございます。これは、安心こども基金を活用

しました認定こども園事業での対象児童数の減

少や、保育所緊急整備事業の入札残等によりま

して、事業費確定に伴う執行残が生じたもので

ございます。

次に、（目）事務局費についてでございます。

不用額は189万4,214円となっております。この

不用額の主なものは委託料151万2,035円であり

ます。これは私立幼稚園において、宮崎県緊急

雇用創出事業臨時特例基金を活用して地域の子

育て支援を行う担当者を雇用する私立幼稚園子

育て支援充実事業におきまして、雇用実績が当

初の見込みを下回ったことに伴う執行残でござ

います。

決算事項別明細説明資料につきましては以上

でございます。

続きまして、平成21年度の主要施策の成果に

ついて、主なものを御説明いたします。

お手元の平成21年度主要施策の成果に関する

報告書のこども政策課のインデックス、98ペー

ジをお開きください。

未来の舞台で輝く人づくりの安心して子ども

を生み、育てられる社会づくり、１）子育て支

援体制の充実についてでございます。中ほどの

施策推進のための主な事業及び実績の表をごら

んいただきたいと思います。

まず、児童健全育成でございます。これは市

町村児童環境づくり基盤整備事業といたしまし

て、民間児童館活動事業などや放課後児童健全

育成事業等を推進することによりまして、地域

における児童の健全育成を図り、また、保育対

策等促進としまして、一時預かり・特定保育事

業等の多様な保育サービスを推進することによ

りまして、保育サービスの充実に努めました。

さらに、新規事業でございますけれども、子
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育て応援のみやざきづくり事業や、地域の絆で

子育て支援事業を展開することによりまして、

社会全体で子育てを支援する仕組みづくりや機

運づくりを進めました。

次に、99ページをごらんください。みやざき

新たな出会い応援事業として、縁結び応援団の

募集や登録を行いまして、出会いの機会づくり

情報を独身男女にメールマガジンで配信するこ

とによりまして、結婚を社会全体で応援する機

運づくりに取り組みました。

また、次世代育成支援対策推進法に基づきま

して、子供から青少年に至るまでの切れ目のな

い支援を行うことを目指し、平成22年度から平

成26年度までの５年間の次世代育成支援宮崎県

行動計画を平成22年３月に策定したところでご

ざいます。

続きまして、子育て支援対策臨時特例基金事

業につきましては、安心して子供を生み、育て

られる社会づくりを推進する安心こども基金の

造成を行い、この基金を活用しまして、保育所

緊急整備事業や認定こども園事業などに取り組

んだところでございます。

その下の欄でございますが、児童手当支給事

業につきましては、市町村に対し、県負担分を

支出して支援を行い、また、新規事業でござい

ますけれども、幼稚園・保育所耐震対策緊急支

援事業といたしまして、私立幼稚園・保育所の

合計９カ所の耐震診断を実施したところでござ

います。

次のページをお開きください。100ページでご

ざいます。施策の成果等でございますが、中ほ

どに①から④まで記載されております。

まず、①としまして、児童館や放課後児童ク

ラブなどの運営を支援することによりまして、

児童の健全育成対策を実施し、また、②としま

して、子育て応援のみやざきづくり事業を展開

することにより、地域における子育て支援を行

い、さらに③としまして、幼稚園、保育所に対

して、一時預かり・特定保育等の多様な保育サ

ービスや、耐震診断、施設整備への支援を行う

ことにより、保育環境の整備を行ったところで

あります。厳しい財政事情の中ではありますけ

れども、徐々に子育て環境の整備が図られつつ

あると考えております。最後に④でございます

けれども、少子化が急速に進む中で、だれもが

安心して子供を生み、健やかに育てられる環境

づくりを推進するため、新たに策定しました次

世代育成支援宮崎県行動計画に基づき、今後も

引き続き、地域の子育て支援体制や保育サービ

スの充実、仕事と家庭の両立支援の推進を図る

ほか、社会全体で子育てを支える機運づくりに

も努めていく必要があると考えております。

次に、102ページをお開きください。未来を拓

く子どもが育つ社会づくりの１）命を大切にす

る教育の推進であります。

まず、下の表でございますけれども、宮崎の

就学前教育すくすくプラン推進事業につきまし

ては、平成19年度にモデル園等指定しました３

カ所の幼稚園と２カ所の保育園の５園におきま

して、研究実践や研究成果の普及に努めたとこ

ろであります。今後とも、モデル園での研究実

践や研究成果の普及を図り、質の高い就学前教

育を推進していくこととしております。

次に、103ページをごらんください。２）安全

で安心な魅力ある教育環境づくりについてであ

ります。

私立学校振興費補助事業の実施によりまして、

私立幼稚園115園に対し運営費の助成を行うとと

もに、私立幼稚園預かり保育推進事業により、

私立幼稚園の105園が実施した預かり保育の実施
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のための必要な人件費に対して助成を行ったと

ころでございます。これにより、保護者の経済

的負担の軽減や職員の資質向上の取り組みなど

の促進による魅力ある教育環境づくりや、預か

り保育への支援による子育て支援の充実が図ら

れつつあると考えております。今後とも引き続

き、魅力ある教育環境づくりに向けた私立幼稚

園の主体的な取り組みを促進していくこととし

ております。

以上、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたしました。

こども政策課につきましては、監査委員の決

算審査意見書に関して特に報告すべき事項はご

ざいません。

こども政策課は以上でございます。

○川野こども家庭課長 こども家庭課の平成21

年度の決算状況につきまして御説明いたします。

お手元の平成21年度決算特別委員会資料の８

ページをごらんください。こども家庭課分は一

般会計と特別会計がございます。まず、一般会

計ですが、こども家庭課は課の欄の一番下にな

ります。予算額54億9,448万5,000円に対して、

支出済額は50億9,656万470円、翌年度繰越額が

２億9,172万、不用額は１億620万4,530円となっ

ておりまして、執行率は92.8％であります。次

に特別会計ですが、母子寡婦福祉資金特別会計

として、予算額６億3,278万2,000円に対して、

支出済額は２億8,430万7,327円、不用額は３

億4,847万4,673円となっておりまして、執行率

は44.9％であります。

それでは、執行残が100万円以上のもの、及び

執行率が90％未満のものについて御説明いたし

ます。

まず、一般会計につきましてですが、34ペー

ジをお開きください。

（目）社会福祉施設費についてでありますが、

不用額は122万8,177円となっております。不用

額の主なものは、扶助費の75万9,238円でありま

す。これは女性相談所の一時保護費が主なもの

でありまして、保護の対象者数が見込みを下回っ

たため、執行残となったものであります。

次に、（目）児童福祉総務費についてでありま

すが、翌年度繰越額が２億7,606万4,000円、不

用額が5,872万1,370円となっており、執行率

が84.2％と、90％を下回ったものであります。

不用額の主なものですが、次の35ページをごら

んください。負担金補助及び交付金の5,583

万3,000円であります。これは子育て支援乳幼児

医療費助成事業が主なものでありまして、新型

インフルエンザの冬場の流行による大幅な受診

増加を見込んでおりましたが、実績が見込みを

下回ったものであります。

次に、（目）児童措置費についてでありますが、

不用額は1,057万7,850円となっております。主

なものは扶助費977万9,675円であります。これ

は児童入所施設等措置費が主なものでありまし

て、対象児童数が見込みを下回ったため、執行

残となったものであります。

36ページをお開きください。（目）母子福祉費

についてでありますが、不用額は2,835万2,587

円となっております。主なものは、負担金補助

及び交付金の2,392万4,329円と扶助費の249

万9,100円であります。負担金補助及び交付金に

つきましては、主にひとり親家庭医療費助成事

業について、また扶助費につきましては、児童

扶養手当給付費について、それぞれ支給対象者

が見込みを下回ったものであります。

次に、児童福祉施設費についてでありますが、

翌年度繰越額が1,565万6,000円、不用額は732

万4,546円となっており、執行率が85.8％と、90％
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を下回ったものであります。不用額の主なもの

は、報酬の125万3,155円と賃金の143万7,570円

であります。これは主に、県立みやざき学園に

おける非常勤職員の報酬や臨時職員の賃金が見

込みを下回ったものであります。また、次の37

ページになりますが、扶助費の269万3,922円で

あります。これは児童相談所一時保護費が主な

ものでありまして、入所児童数が見込みを下回っ

たため、執行残となったものであります。

次に、特別会計について御説明いたします。38

ページをごらんください。

（目）母子寡婦福祉費ですが、不用額のほと

んどが貸付金の執行残となっております。なお、

制度上、この執行残は繰り越され、翌年度の貸

付原資となるものであります。

決算状況の説明につきましては以上でござい

ます。

次に、平成21年度の主要施策の成果について

御説明いたします。

お手元の平成21年度主要施策の成果に関する

報告書のこども家庭課のインデックスのところ、

ページでは104ページをお開きください。

１、安心して子どもを生み、育てられる社会

づくりの１）子育て支援体制の充実であります。

中ほどの事業、子育て支援乳幼児医療費助成事

業につきましては、小学校入学前までの乳幼児

について、入院及び入院外の医療費の助成を行

い、子育て家庭の負担軽減を図ったところであ

ります。今後とも事業の安定的な運営に努めて

まいりたいと考えております。

次に、105ページをごらんください。２）子ど

もの権利擁護・自立支援であります。児童虐待

対策事業により、虐待防止のための地域協力員

の育成や、保護が必要な児童に対する関係機関

の連絡会議を開催したところであります。施策

の成果等としましては、児童相談所による市町

村への支援や地域の関係機関とのネットワーク

により、児童虐待の未然防止や早期発見・早期

対応を図ることができたと考えております。今

後とも、児童の生命と権利を守るため、市町村

の要保護児童対策地域協議会と連携し、児童虐

待の未然防止に努めてまいります。

106ページをお開きください。３）青少年の健

全育成であります。「家庭の日」強化連携事業に

より、小中学校生徒のいる全世帯への広報チラ

シの配布などを行い、家庭の日と家庭の果たす

役割について広報啓発に取り組んだところであ

ります。

また、青少年自然の家管理運営委託事業によ

り、青島、むかばき、御池の３つの青少年自然

の家において、野外活動やスポーツ活動、交流

活動や集団宿泊生活など、青少年の健全育成に

資する体験学習の場を提供してきたところであ

ります。

さらに、青少年健全育成条例運営推進事業で

は、青少年健全育成審議会の開催などを通じた

有害図書類の指定や、書店、コンビニエンスス

トアなどへの立入調査を実施し、宮崎県におけ

る青少年の健全な育成に関する条例の適切な運

用に取り組んできたところであります。

施策の成果等としましては、各種広報啓発の

取り組みにより、家庭の日についての認知度が

着実に高まってきているところであり、今後と

も市町村や企業などと連携して啓発に取り組ん

でまいります。また、青少年自然の家において

は、自然体験、集団宿泊体験などを通して、心

豊かでたくましい青少年の育成が図られてきた

ところであり、今後とも、指定管理者の指導監

督を行いながら施設の有効活用を図ってまいり

ます。さらには、条例に基づく書店等への立入
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調査や条例の周知を行うことにより、関係機関

や団体の協力体制が強化されるなど、青少年を

取り巻く有害環境の浄化が図られたところであ

ります。

108ページをお開きください。３、一人ひとり

が尊重され、生き生きと暮らせる社会づくりの

１）男女共同参画社会づくりの推進であります。

女性保護事業により、女性相談所において、

ＤＶ相談への対応やＤＶ被害者に対する保護・

自立のための支援に取り組んできたところであ

ります。今後とも、市町村や関係機関と連携を

強化し、県民へのＤＶについての理解を深める

とともに、ＤＶ被害者に対する支援体制の充実

に努めてまいります。

109ページをごらんください。２、生き生きと

した健康・福祉社会づくりの５）地域で支え合

う環境づくりであります。

母子福祉強化推進事業では、巡回相談の実施

や講習会の開催などにより、母子家庭の母への

就業支援に取り組み、ひとり親家庭自立支援給

付金事業では、就職のための資格取得を目的に

主体的に職業訓練に取り組むひとり親家庭の親

に対して給付金の支給を行うなど、自立に向け

た支援を行ったところであります。

また、ひとり親家庭医療費助成事業や母子寡

婦福祉資金貸付事業により、母子家庭等への経

済的支援に取り組んだところであります。今後

とも関係機関と連携し、ひとり親家庭の生活の

安定と自立に向けた支援に努めてまいります。

主要施策の成果についての説明は以上でござ

います。

次に、平成21年度の監査報告（指摘事項）等

について御説明いたします。

お手元の平成21年度決算特別委員会資料の40

ページをお開きください。こども家庭課分は、

契約事務についての項目の一番上になります。

母子寡婦福祉資金オンラインシステムの運営管

理に関する業務委託について、契約書の作成が

大幅におくれていた。留意を要するとの指摘が

ございました。今後は、かかることのないよう、

財務規則等の定める事務処理について職員への

周知徹底を図り、さらに契約締結の時期に関し

ても管理者が厳格に確認するなど、組織的な内

部チェック体制の一層の強化を図ってまいりま

す。監査報告の指摘事項については以上でござ

います。

次に、お手元の宮崎県歳入歳出決算審査及び

基金運用状況審査意見書の45ページをお開きく

ださい。（13）の母子寡婦福祉資金特別会計につ

いてです。ページの一番下の段になりますが、

貸付金の収入未済額については、前年度に比べ

減少しているが、引き続き、償還促進について

の努力が望まれるとの意見がありました。貸付

金の償還対策につきましては、本庁、福祉子ど

もセンター等が一体となって取り組んでおり、

その成果もあって、昨年度は収入未済額が減少

したところでありますが、滞納者の多くは経済

基盤が脆弱であることから償還が困難となって

いる状況であります。今後とも、滞納者の個々

のケースに応じた納入指導に取り組み、償還促

進対策に積極的に取り組んでまいります。

こども家庭課の説明は以上であります。

○和田健康増進課長 １件だけ説明に誤りがご

ざいましたので、訂正をお願いしたいと思いま

す。決算特別委員会資料30ページの（目）公衆

衛生総務費の扶助費の執行残の説明で、「身体障

がい者育成医療費」と申しましたが、正確には

「身体障がい児育成医療」でございました。訂

正させていただきます。申しわけありません。

○中野主査 説明が終了いたしました。委員の
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皆様から質疑はございませんか。

○濵砂委員 繰り越し明許、これをちょっと教

えてください。こども政策課、こども家庭課。

○鈴木こども政策課長 まず、こども政策課に

つきましては、５件ほど、宮崎市が３件、三股

町が１件の保育所を改築するということで、合

わせて２億9,746万5,000円の繰り越しをお願い

したところであります。繰り越しの理由につき

ましては、国の補正予算等々で交付決定が年の

途中になりましたことから、工期が間に合わな

かったということで翌年度に繰り越しをしたも

のでございます。以上でございます。

○川野こども家庭課長 まず、※社会福祉施設費

の明許繰り越しでございますが、２件ございま

して、青少年自然の家施設改修事業、これは９

月補正予算で組んだものでございまして、これ

も国の補正予算との関係で工期が不足すること

により、翌年度繰り越しになったものでござい

ます。金額が6,239万6,000円でございます。さ

らにもう一件、青少年自然の家給湯設備等改修

事業でございます。この事業につきましては、

２月補正予算で予算組みしたものでございまし

て、これも工期が不足することにより翌年度に

繰り越したものでございます。金額が２億1,366

万8,000円でございます。

さらにもう一件ございまして、36ページにな

ります。児童福祉施設費でございます。１件で

ございまして、県立みやざき学園施設改修事業

でございます。これは９月補正で予算を組んだ

ものでございます。これも工期が不足したこと

による繰越額でございまして、1,565万6,000円

の繰り越しでございます。以上でございます。

○中野主査 よろしいですか。ほかに。

○図師委員 衛生管理課のほうにお伺いしたい

んですが、屠畜場における検査体制が充実して

いる内容はよく理解できたんですけれども、具

体的にどの項目の検査をされているのか。牛は

ＢＳＥの検査をされているという内容は記され

ているんですが、検査項目を教えてください。

○船木衛生管理課長 食肉衛生検査所において

は、屠畜場法に定めております牛、豚、こういっ

た家畜の食肉としての処理を行っておるところ

でございます。まず、委員がおっしゃいました

検査の状況でございますけれども、生きた状態

で屠畜場に搬入をされますので、そこで生体検

査というのを行います。望見的に異常がないか

どうかを確認をしてまいります。次に屠殺・解

体になるわけですけれども、解体検査を行いま

す。その中で、解体いたしましたときに内臓が

出てまいりますので、内臓的な検査を行います。

頭等の検査もあわせて行います。そして、内臓

等検査した後、いわゆる枝の検査を実施いたし

ます。望見的に異常を認められたものにつきま

しては、検査所のほうの精密検査という形で理

化学、微生物、抗生物質等を含めて検査を行い

ます。これに合格したものが食肉という形で流

通する形になっております。以上でございます。

○図師委員 よく理解できました。口蹄疫に関

してというところに結びつけたいんですが、生

体検査においては、特にウイルスに関連する検

査は行われていないんですか。

○船木衛生管理課長 生体検査の中でウイルス

的な検査というのは、望見的に外観で診断をす

るわけですので、ウイルスがどうかという部分

については確認できないわけですけれども、症

状的な部分で確認をいたしております。

○図師委員 口蹄疫に限らず、例えば牛のヨー

ネ病とか白血病とか、豚でいう呼吸障害症候群

とか、そういうあたりの検査体制は、抜き打ち

※65ページ左段に訂正発言あり
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的といいますか、定期的でない内容でも行われ

ていないんですか。

○船木衛生管理課長 食肉処理施設において、

屠畜場法に基づく部分では、ウイルス的な検査

をすべての頭数についてやっているということ

はございません。

○図師委員 家保との連携というところも出て

くるでしょうし、また、課を超えた、畜産課な

り農政のほうとの連携もあろうかと思われます

ので、今後としては、御存じのとおり、児湯郡

では今、特定疾病のない畜産地帯をつくりたい

という動きもありますので、もし衛生管理課の

ほうとも連携がとれる部分があれば積極的に、

再導入が11月から本格的に始まりますので、そ

のあたりの連携をとっていただきたいと思いま

すが、何かあれば。

○船木衛生管理課長 安全な食肉を供給するた

めには農政との連携が必要だというふうに思い

ますので、委員のおっしゃったような形で連携

をとってまいりたいと思います。

○図師委員 もう一点、これは別項目なんです

が、看護大学のほうの内容は説明を受けたとこ

ろですが、私が聞き漏らしていればですが、委

員会資料の43ページで、看護大学の備品処理に

ついて適切でないものがあったということなん

ですが、その内容について教えていただきたい

と思います。

○緒方医療薬務課長 看護大学の備品処理につ

きましては、年度途中である教授の方が退職を

されるということで、その方が研究をやってい

らっしゃったわけですけれども、その研究に要

するいろんな器具の貸与をお願いしたいという

ことで申し出があったみたいなんです。個別の

研究ですので、その研究に必要な備品というこ

とで、当初は、譲与しようという形で看護大学

は考えていたみたいなんですけれども、監査指

摘でそれはおかしいという話がございまして、

今その備品については看護大学にありまして、

退職した教授の方、今、福岡の大学のほうにい

らっしゃるんですけれども、共同研究者がおり

ますので、一緒に研究するということであれば、

その教授から借りてやるという形で是正を図っ

たというようなことであります。

○図師委員 その検査備品については、もちろ

ん大学の備品として購入された内容ですよね。

○緒方医療薬務課長 そうです。大学の備品と

して購入されたものでございます。

○図師委員 その備品を、今は退職されている

教授の方が、福岡にいらっしゃるという話です

が、共同研究されている方に貸し出しをされる

権限があるような説明に受けたんですが、そう

ではないんですか。

○緒方医療薬務課長 実際は貸し出し云々では

なくて、こちらのほうに来られて、備品はこち

らのほうにありますので、もし研究が必要であ

ればそちらで研究をやるというような体制にす

るということで改善をしているということで、

その備品が教授の方のところにいっているとい

うことではないということでございます。

○図師委員 細かい確認で申しわけないんです

が、その備品の管理なり共同研究者への貸し出

しの権限なりは、看護大学側が所有していると

いうふうに理解してよろしいですか。

○緒方医療薬務課長 そのとおりでございます。

○図師委員 改善がされているということで安

心はしているんですが、冒頭説明があったよう

に、退職されるからそれをどうぞ持っていって

くださいというのは甚だおかしい話で、今後の

改善、管理の徹底というのはぜひお願いいたし

ます。以上です。
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○中野主査 ほかにありませんか。

○外山委員 決算年度の県内就職はどんな程度

ですか。

○緒方医療薬務課長 看護大学のということで

すか。ちょっとお待ちください。95名中37名が

県内に就職しておりまして県内就職率は38.9％

になっております。

○外山委員 予算は幾らですか。

○緒方医療薬務課長 看護大学の予算は８

億9,405万8,000円でございます。

○外山委員 約９億円かけて県外の人材育成の

ためにやっていると。そして宮崎県内では看護

師が不足をしていると。どないになってまんの。

○緒方医療薬務課長 看護大学の県内就職を図

らないといけないということは、私たちも思っ

ております。そういうことで、21年度の４月の

入学者から、地域枠ということで18名を25名に

したり、あるいは今年度になりますけれども、

県立病院のナースガイダンス事業というのがあ

るんですけれども、それが昨年度は36名だった

んですけれども、今年度もそれぐらいではだめ

だということで働きかけをしましたところ、72

名の方が県立病院のナースガイダンス事業を受

けていただいておりまして、そういう形で、で

きるだけ私どもも県内就職が図られるように今

後とも努力をしていきたいと思っております。

○外山委員 ちなみに次年度の就職率は49ぐら

いでしたか。

○緒方医療薬務課長 38.9％が22年の３月の卒

業生でございます。その前が平成20年度ですか

ら、21年の３月に卒業された方が46.5％という

ことで、県内就職率は、委員の御指摘のとおり

下がっておるという状況です。

○外山委員 努力をするというのは、普通、上

がるんやな。課長の努力は下がるんな。

○緒方医療薬務課長 結果として下がってし

まったということで、来年度そういう形で県内

就職率が少しでも上がるように、県立看護大学

と一緒になって努めてまいりたいと思っており

ます。

○中野主査 関連して、看護大学の入学者、県

外と県内の入学者の比率というのはどうなって

いるんですか。

○緒方医療薬務課長 21年度の入学者でござい

ますけれども、21年度は県内が61名、58.1％、

県外が44名で41.9％ということになっておりま

す。

○中野主査 そうなった場合、県外と県内の入

学者は授業料が違うとか、何かそういう差はあ

るんですか。

○緒方医療薬務課長 県内の入学者につきまし

ては入学料を23万2,000円、県外の方は33万2,000

円ということで、10万円の差をつけておりまし

て、できるだけ県内の方に入学していただこう

というようなことは考えております。

○濵砂委員 同じく医療薬務課ですが、自治医

科大学の運営費負担金１億2,700万、これは算定

基準はどうなっているんですか。

○緒方医療薬務課長 自治医科大学の１億2,700

万というのは、基本的には大学で決められてお

りまして、２名のところと３名のところで若干

の差があるんですけれども、全国でそういう形

で決められております。

○濵砂委員 ちなみに宮崎県から何名行ってい

ますか。

○緒方医療薬務課長 現在、在学生は16名になっ

ております。

○濵砂委員 そのうち、県内就職は21年度はど

うでしたか。

○緒方医療薬務課長 今までに卒業されたドク
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ターが、義務が明けた方が47名いらっしゃいま

す。そのうち県内に就職をされている方が30名

いらっしゃいます。県内への定着率ということ

でいえば、63.8％になっております。

○濵砂委員 それから、この前、視察に行った

ときに、薬物の「ダメ。ゼッタイ。」普及運動で

ＮＰＯ法人が立ち上げたところに行ったんです

が、わからないから教えてもらいたいんですけ

ど、麻薬Ｇメン、これは行政職で宮崎県にもい

らっしゃるんですか。

○岩﨑薬務対策室長 宮崎県にも麻薬取締員が

２名配置されております。これは県職員の中か

ら任命されております。国に厚生労働省所管の

麻薬取締官というのがおりますが、これとあわ

せまして、各都道府県には麻薬取締員が配置さ

れておるところでございます。

○濵砂委員 この中にいらっしゃるんですか。

○岩﨑薬務対策室長 １名薬務担当リーダーが

おります。それと担当が１名。

○濵砂委員 逮捕権もあってピストルも持って

いるというような説明を。

○岩﨑薬務対策室長 委員のおっしゃるとおり、

司法警察職を持っておりますので、逮捕権とピ

ストル、警察員証を持っております。

○濵砂委員 わかりました。それからもう一件、

歳入歳出決算審査意見書の45ページ、母子寡婦

福祉資金特別会計、今回は不納欠損がないんで

すが、収入未済額は５年で不納欠損になるんで

すか。

○川野こども家庭課長 不納欠損につきまして

は、直近では平成17年に行っておりまして、そ

れ以後は不納欠損は行っておりません。不納欠

損の主な理由としましては、債権の消滅時効10

年が完成して、借り主とか連帯保証人が死亡も

しくは行方不明になった場合のみやっておりま

すので、そういったケースの該当がございませ

んので、18年度以降はしておりません。

○濵砂委員 収入未済額のうち、過年度繰り越

し分はどのくらいありますか。

○川野こども家庭課長 調べて後ほど答えさせ

ていただきます。済みません。

○中野主査 ほかに。

○川野こども家庭課長 過年度分の収入未済額

は、１億8,707万6,350円でございます。

○濵砂委員 過年度分が１億8,700万。

○川野こども家庭課長 はい。

○濵砂委員 すると、２億1,000ですから……。

○川野こども家庭課長 現年度分が3,063万4,863

円でございます。

○濵砂委員 これは利息はないんですよね。元

金だけ。遅延損害金は発生していないんですか。

○川野こども家庭課長 違約金ですね、発生し

ておりまして、10.7％ということで違約金をい

ただいております。これは、入っています。

○濵砂委員 利息は入っているんですか。

○川野こども家庭課長 違約金は発生するたび

に調定しておりまして、この金額の中には入っ

ておりません。済みません。

○黒木委員 私、去年、監査しましたから、ほ

かのことは言いませんが、献血が非常に希望者

が少なくなっているということです。県の職員

の皆さんは率先してやっているんですか。

○岩﨑薬務対策室長 県庁職員も率先してやっ

ているところでございまして、本庁舎関係でご

ざいますけれども、平成21年度は6.5日実施した

ところでございますし、ことしも８月末までに

４回実施をいたしております。そのほかにも、

出先機関がそれぞれ献血車に採血の協力をいた

しております。今回の口蹄疫で献血する会場の

確保が困難な状況がありまして、そのせいもあ
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りまして、県庁はことし６月に２回実施いたし

たところでございます。以上です。

○黒木委員 その中で大体どれぐらいの人数が

平年職員でされていますか。

○岩﨑薬務対策室長 21年度は１日平均が45名

程度、22年度、ことしは１日61名程度献血をそ

れぞれしております。（「合計は何ぼになるかな」

と呼ぶ者あり）21年度は、受け付けが315名、献

血実施いたしましたのが288名になっておりま

す。

○黒木委員 率からしたら10％ぐらいじゃない

ですか。

○岩﨑薬務対策室長 県庁関係は、これは本庁

だけの人数でございまして、出先の数は入って

おりません。全体的な人口の割合、献血してい

ただける割合は、宮崎県は大体4.1％ぐらいして

いただいているんですけれども、職員の中では

まだ少ない数かもしれませんけれども、今後ま

たさらに協力を推進していきたいというふうに

考えております。

○黒木委員 今、献血は60歳未満ですか。

○岩﨑薬務対策室長 献血できる方は、一応65

歳までは可能なんですが、60から65歳までに経

験のある方は69歳まで可能でございます。

○黒木委員 私はずっとしてきたんですけど、60

になったから余り喜ばれんというふうになって。

それと、ヨーロッパとか海外に何年から何年ま

でに行った方は御遠慮くださいとか、まだ今も

あるんですか。私は随分前に行ったんだけど、

いつか言われて、あれから遠のいたんですよ。

○岩﨑薬務対策室長 確かにおっしゃるとおり

渡航先によっては規制が残っております。英国

滞在が１日以上ある場合は献血していただけな

かったんですけれども、ことしの１月から変わ

りまして、１日、２日の滞在でしたら献血可能

でございますので、ぜひ献血をしていただけれ

ばと思っております。

○黒木委員 できたら県の職員の皆さんに率先

してやっていただく。確かに高校生とかそうい

う若い血が一番いいんでしょうけれども、それ

ばかりねらってもなかなか達成しないと。やっ

ぱり県の職員の皆さんも率先して、我々議員も

同じですけれども、率先してやらないとこれは

かなり不足をするという話を聞いていますので、

そこ辺をちょっと心配しておりますので、御努

力のほどをよろしく。

○中野主査 ほかに。

○外山委員 聴覚検査でアブノーマルという人

は何人ぐらいいてはるんでしょう。決算年度で。

○和田健康増進課長 検査が始まったのが昨年

度からで、まだ正確な統計がとれていませんけ

れども、推定では、宮崎県の場合は10数名程度

になるというふうに予測して事業は開始してお

ります。

○外山委員 ちなみにＮＩＣＵに入っている赤

ちゃんというのは会計年度で何人ぐらいでしょ

う。

○和田健康増進課長 入院者数のほうは把握し

ておりません。申しわけありません。

○外山委員 疾病、種別、程度、難聴児が発生

をする、その後のライフステージというもので

その都度対応していく大事なところだから、そ

の基本がわからんと後ずっとわからん。ちょっ

と課が違うけど、延岡から相談があった。宮崎

市は難聴児の要約筆記があるのに延岡はない。

延岡から宮崎市に引っ越しをしてきた。小中で

は要約筆記がついた。北高に上がった。また電

話があって、北高はついていないと。頑張って

宮大工学部に通った。ガイドヘルパーは大学に

はついていないと。こういうふうに各ライフス
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テージで対応ができないようになるわけ。だか

ら、今、新生児に聴覚検査をやっている。しか

し、数はわからんと。ちなみに今まででわかっ

ている件数はわからんとですか。

○和田健康増進課長 聴覚異常者の数というこ

とであればわかりません。ただ、今の体制でい

くと、検査は出生する全児に行う予定にしてお

りますので、すべて行われれば、出生児の数と

検査そのものは一緒になる方向で体制をつくろ

うとしております。

○外山委員 1.6・３で会計年度では何人です

か。

○和田健康増進課長 健診を受けた数というこ

とですか。それとも1.6と３歳児健診……。

○外山委員 1.6・３で検査をして、難聴は何人

かと。

○和田健康増進課長 ちょっとお待ちください。

後ほど回答させていただくということでよろし

いでしょうか。

○外山委員 はい。

○和田健康増進課長 21年度の１歳６カ月健診

では、聴覚の要観察が５名、要精密が１名とい

うことになっております。要医療はございませ

ん。

○外山委員 健康増進課で療育体制の構築事業

というのがセットである。５プラス1.6、この方

々に療育事業でどのような対応をしてはるんで

すか。

○和田健康増進課長 そこまではまだ把握して

おりません。

○外山委員 そこまでは。目的は何なのか。

○和田健康増進課長 目的は、検査で異常があっ

た方の療育につなげるというのを目的でやって

おりますが、体制が始まったばかりで、直接こ

の事業から療育につながるところまで進んでい

ないものですから。

○外山委員 恐らくあんたも医者でしょう。30

年前、40年前からこういうものは始まっている

んですよ。例えば、足が消えた、総合リハビリ

テーションで歩行訓練だ、残存能力のリカバリ

ーだ、ずっと昔から始まっている。難聴障がい

児が発生をした。その後どういうような療育体

制を提供すればいいのか。今からですわという

のはちょっとおかしいんじゃないかな。

○和田健康増進課長 把握できるような体制を

整備するということで始めているということで、

個々の医療の中においてはそれぞれで可能な範

囲の中で療育は受けられると思うんですが、そ

の内容についてすべて把握していないというの

が現状でございます。

○外山委員 そのために母子保健法があるんで

す。ちなみに決算年度の1.6、どういうふうな指

導をされていますか、今現在。

○和田健康増進課長 聴覚異常に関してですか。

大変申しわけありません。市町村のそれぞれの

指導の内容については把握しておりませんので、

確認したいと思います。

○外山委員 結論から言うと何もしちょらんと

いうことや。

○中野主査 ほかに。

○田口副主査 何点かお聞きします。まず、女

性医師の離職防止、復職支援の件で、今、県内

の女性医師数と医師の中の女性の比率を教えて

ください。

○緒方医療薬務課長 現在の女性医師の数は、

全体で375名、全体が2,602名でございますの

で、14.4％になっております。ちなみに20代の

女性医師が143名中57名で39.9％、30代女性医師

が547名中132名で24.1％ということで、若年層

に女性医師が多いという現状になっております。
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○田口副主査 今のは現場で働いている女医の

数ということですね。そうすると、有資格で今、

休眠状態の女医さんというのはどれぐらいい

らっしゃるんですか。

○緒方医療薬務課長 20年12月末現在で国で統

計をとっているわけですけれども、本県で無職

医師、先ほど375名が女性医師と言いましたけど、

そのうちの６名が今、就業していないという数

値になっております。

○田口副主査 ということは、有資格で休眠状

態の方はさっきの375名の中に入っているんです

ね。そうしましたら、今回の復職支援の中で特

に成果が上がったというのはまだないんですね。

○緒方医療薬務課長 ６名の無職の医師がこの

事業等によって再就職をしたとか、そういうよ

うな成果はまだ上がっておりませんけれども、

今後、先ほど申しましたように女性医師がふえ

てくるということになりますので、出産とか育

児の機会がふえてくるということがございます。

この事業につきましては、そういうようなこと

で体制を今後整えていくことが必要ということ

で、新規事業で始めている事業でございます。

○田口副主査 女性医師の支援のところですが、

病院内保育所運営費補助というのは５施設あり

ますけれども、この５つの市と施設を教えてく

ださい。

○緒方医療薬務課長 21年度で補助をしており

ますのは、おび中央病院、小林保養院、京町共

立病院、鮫島病院、迫田病院でございます。

○田口副主査 県内にはその５カ所以外に保育

所があるところは何か所ありますか。

○緒方医療薬務課長 今現在、院内保育所を持っ

ているところは16カ所でございます。

○田口副主査 その中に園児はどれぐらいいる

かわかりますか。

○緒方医療薬務課長 現在の16院内保育所で保

育児童は、22年４月１日現在、219名おります。

○田口副主査 次に、看護師等修学資金貸与の52

名の件についてお伺いします。看護師の修学資

金貸与の対象者はどういう基準になっています

か。

○緒方医療薬務課長 民間の養成所とか県立看

護大学の学生さんで、将来的に県内で、200床以

下とかありますけれども、そういうようなとこ

ろで勤務を希望される方について貸付対象とい

たしております。

○田口副主査 それは月額で幾らというのは出

ますか。

○緒方医療薬務課長 民間の場合には月額３

万6,000円、県立の場合には３万2,000円でござ

います。

○田口副主査 医師の修学資金みたいに、県内

に何年か勤めると返済しなくてもいいとか、そ

ういうものもあるんですか。

○緒方医療薬務課長 先ほど申しました200床未

満の病院に５年間継続して勤務していただけれ

ば返還を免除されるという制度でございます。

○田口副主査 次に、もう一度献血についてお

伺いします。達成率101.8％というのが載ってお

りました。先ほど黒木委員が言われたように、

僕らがいつどこに行っても、足りません、足り

ません、献血してくださいというのが出ている

んですが、この達成率というのは何の達成率で

すか。

○岩﨑薬務対策室長 この達成率は、毎年度１

年間の計画目標人数を立てまして、それに対し

て１年間献血していただくわけなんですけど、

実績が目標に対して上回ったということ

で101.8％になっております。

○田口副主査 カリーノの前なんか通るとよく、
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献血してくれと言いますけれども、ああいうこ

とによって達成率が上がって、最終的には県内

として必要な量ぐらいにはいっているというこ

とでいいんですか。

○岩﨑薬務対策室長 献血をしていただく人数、

昨年度４万6,399人の実績があるわけですけれど

も、副主査がおっしゃったように、宮崎県内で

医療機関で使われる輸血に必要な献血は十分供

給ができている状況でございます。

○中野主査 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野主査 それでは、きのう資料をお願いし

ておりました子ども手当等については、まだ時

間がかかるということですから、後でいいです

けど、それにあわせて、例えば義務教育内の人

たちに給付されるいろんな医療費免除とかそう

いうのを含めて、子供に対して国、県等からの

手当がどれぐらいあるかも含めて資料をお願い

いたします。

老人施設の違いとかあれはどうでしたかね、

きのうお願いした分。有料、特老とかいろいろ。

○城野福祉保健課長 今現在つくっているとこ

ろですので、少々お待ちください。

○中野主査 わかりました。よろしいですか。

○川野こども家庭課長 済みません。訂正をお

願いしたいと思います。繰越明許費の説明の中

で、青少年自然の家の改修事業等の費目を（目）

社会福祉施設費と説明申し上げましたが、正確

には児童福祉総務費の間違いでございました。

申しわけありませんでした。

○中野主査 それでは、以上をもって福祉保健

部を終了いたします。執行部の皆様には大変御

苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時47分休憩

午前11時53分再開

○中野主査 分科会を再開いたします。

まず、採決についてでありますが、10月４日

の13時30分に採決を行いたいと思います。よろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野主査 そのように決定いたします。

その他何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野主査 それでは、以上をもって本日の分

科会を終了いたします。大変お疲れさまでした。

午前11時54分散会
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平成22年10月４日（月曜日）

午後１時30分再開

出席委員（６人）

主 査 中 野  明

副 主 査 田 口 雄 二

委 員 黒 木 覚 市

委 員 濵 砂 守

委 員 外 山 良 治

委 員 図 師 博 規

欠席委員（１人）

委 員 米 良 政 美

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

総 務 課 主 任 主 事 押 川 康 成

議 事 課 主 任 主 事 吉 田 拓 郎

○中野主査 分科会を再開いたします。

まず、本分科会に付託されました議案の採決

を行いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野主査 議案第24号及び第28号についてお

諮りいたします。原案のとおり認定することに

御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野主査 御異議ありませんので、原案のと

おり認定すべきものと決定いたしました。

次に、主査報告骨子案についてであります。

主査報告の内容として御要望等はありませんか。

〔「正副主査に一任」と呼ぶ者あり〕

○中野主査 それでは、主査報告につきまして

は、正副主査に御一任いただくことで御異議あ

りませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野主査 それでは、そのようにいたします。

その他何かありませんか。

○外山委員 報告書がありますわ。きのう聞い

た看大の卒業生は、今までも主査報告、委員長

報告に改善を求める要望・意見が出ています。

今回も県内就職率が下がっています。例えば、

福祉のまちづくり条例でも、宮崎市は60％、都

城と県は10％と報告書には書いています。成果

の中に。ちょっと待てよと。成果に関する報告

書のありようをもうちょっと考えてもらいたい

なと。成果になっていない。悪化している部分

もたくさんあるわけでしょう。それでも成果や

ろか。

○中野主査 その件については私も同じような

意見を持っているんです。予算を執行しました、

その結果どうかというので、「予算を執行しまし

た」が成果なのか。今言われるように、具体的

な成果は何なのかというのは、これは私は永遠

の課題で来ているわけです。この分科会だけの

あり方じゃないと思うんです。いつも思うんで

すけど、私が言うとおかしいけど、予算だって

認めて100％オーケーでくるわけですね。そこ辺

が議会改革の大きなところじゃないかなと思っ

て、議会全体として取り組むべき。

それと、今、別途、政策評価とか出していま

すね。あんな時間をとるぐらいだったら、あん

なのは部長や課長がやる話で、各課が上げたも

のを県民政策部がまとめて一覧にするだけの話

なんですよ。そこ辺についてはもうちょっと深

い議論を議会としてすべきだと思っているんで

す。200万円の事業を執行しました、この成果が

何ですと。200万円の事業をした成果というのは、

要は予算をやりましたとか、知事マニフェスト

に沿ってやりましたと。最終的な知事が４年し
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た成果は何だったのか数字であらわれんことに

は、200万の個々の事業の評価をしたって意味が

あるのかなと。そういうことを含めてもうちょっ

と奥の議論をどこかでやるべきだと私は思って

いるんです。

○黒木委員 主査報告の中でそういう指摘をし

ておいたらどうですか。そういう御意見があっ

たということ。

○中野主査 成果の表示の方法。

暫時休憩いたします。

午後１時35分休憩

午後１時39分再開

○中野主査 分科会を再開いたします。

今、意見等がありました主査報告の内容とし

て、成果の報告のあり方について、外山委員、

意見がありましたら、具体的に言ってください。

○外山委員 先ほど申し上げたように、成果と

は何ぞやということをベースにして、目標に対

する成果、具体的に上がったもの、そういった

ので上げていただくと助かるなと。

○中野主査 もうちょっと現実味のある成果の

言い方。予算を100％消化したからそれが成果

じゃないということですね。そういうことを含

めて、成果のあり方、記述の仕方について検討

願うというようなことで入れさせていただきま

す。

それでは、主査報告につきましては、正副主

査に御一任いただくことで御異議ありませんで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野主査 それでは、そのようにいたします。

その他何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野主査 以上で分科会を終了いたします。

委員の皆さん、大変お疲れさまでした。

午後１時41分閉会




